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本書は、「山形県公共調達基本条例（平成２０年７月県条例第４３号）」第４条第

２項の規定により、山形県議会に対し、公共調達（県が支出負担行為に基づき行う調

達）に係る入札契約制度の運用の状況及び見直しの内容に関する報告を行うことを目

的に作成したものである。 

なお、本書は３部構成となっており、第１部は、建設工事及び建設工事関連業務委

託に関する報告、第２部は、物品及び役務等の調達に関する報告、第３部は、山形県

公共調達評議委員会の開催についてとなっている。 
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第１部 建設工事及び建設工事関連業務委託関係 

 

第１章 入札・契約を取り巻く状況等 
 

１ 建設業を巡る環境 

（１）建設投資額の推移 

山形県の建設投資額は、平成８年度をピークに減少してきたが、平成

２３年度から増加に転じた。平成２７年度については、公共投資及び民

間投資の合計額４，３８４億円で、前年度より９５億円減少（△約2.1%）

となった。（表－１、図－１） 

依然として、災害に強い県土整備に向けて公共事業は重要さを増して

おり、今後とも建設投資額の動向を注視しつつ、入札・契約制度のあり

方を引き続き検討していく必要がある。 

表－１ 建設投資額の推移（年度） 

 

 

 

（２）建設業者数及び建設業就業者数等の推移 

  ① 建設業者（許可業者）数 

平成２７年度の山形県の建設業者(建設業許可業者)数は、３月末時

点で４，７４７者。近年は減少傾向から横ばいの状況である。 

建設投資額の減少に比し、建設業者数の減少割合が小さいため、平

成２７年度の一業者あたりの建設投資額は、９千２百万円と、平成８

年度の５２．３％になっている。(表－２－１、図－２）。 

 

図－１ 山形県の建設投資額の推移  

Ｈ８ Ｈ12 Ｈ16 Ｈ20 H21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H27/H8

山形県建設投資計※ 9,601 8,062 4,918 3,819 3,896 3,346 3,375 3,576 4,637 4,479 4,384 45.7%
公共投資 4,891 4,672 2,323 1,934 2,277 1,773 1,807 1,950 2,543 2,784 - -

民間投資 4,710 3,390 2,594 1,885 1,619 1,574 1,569 1,627 2,094 1,695 - -

全国建設投資計 772,696 663,559 529,330 491,749 450,594 429,310 415,606 439,076 502,455 503,973 510,839 66.1%
山形県構成比 1.24% 1.21% 0.93% 0.78% 0.86% 0.78% 0.81% 0.81% 0.92% 0.89% 0.86% 69.4%

※項目ごと端数処理をしているため計が合わない場合がある。 （国土交通省　建設総合統計：億円）
※H２７年度建設投資額の内訳（公共投資、民間投資の別）は未公表。
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就業者数
（人）

構成割合
（％）

就業者数
（人）

構成割合
（％）

増減数
（人）

増減率
（％）

構成割合の
増減ポイント

総数 73,520 － 48,111 － △ 25,409 △ 34.6 －

　29歳以下 14,023 19.1% 5,274 11.0% △ 8,749 △ 62.4 △ 8.1

　30～39歳 10,336 14.1% 9,815 20.4% △ 521 △ 5.0 6.3

　40～49歳 18,235 24.8% 8,076 16.8% △ 10,159 △ 55.7 △ 8.0

　50～59歳 19,204 26.1% 13,956 29.0% △ 5,248 △ 27.3 2.9

　60歳以上 11,722 15.9% 10,990 22.8% △ 732 △ 6.2 6.9

50歳以上（再掲） 30,926 42.1% 24,946 51.9% △ 5,980 △ 19.3 9.8
　資料：国勢調査（総務省統計局）　産業等基本集計

【参考】

建設投資額（億円） △ 4,716 △ 58.5

許可業者数  （者） △ 866 △ 14.9

H12年 H22年 対H12年増減

8,062 3,346

5,806 4,940

表－２－１ 山形県の建設投資額と業者数の関係 

Ｈ８ Ｈ12 Ｈ16 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H27／H8

建設投資額（億円） 9,601 8,062 4,918 3,819 3,896 3,346 3,375 3,576 4,637 4,479 4,384 45.7%

建設業者数（許可業者数） 5,469 5,806 5,767 5,115 5,083 4,940 4,783 4,720 4,728 4,755 4,747 86.8%

一業者当たりの建設投資額(億円) 1.76 1.39 0.85 0.75 0.77 0.68 0.71 0.76 0.98 0.94 0.92 52.3%
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（年度）
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 ② 建設業就業者数 

県内建設業就業者数は、平成２２年国勢調査では４８，１１１人と  

ピーク時である平成１２年から２５，４０９人（３４．６％）減少し

ている。  

年齢階層別にみると、５０歳以上が２４，９４６人（構成比５１.９％）

と全体の半数以上を占めており、２９歳以下は５，２７４人（構成比

１１．０％）となっている。  

平成１２年と比較すると、２９歳以下では６２．４％の減少となっ

ており、若年者の確保が喫緊の課題となっている。(表－２－２) 

表－２－２ 山形県内建設業就業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 山形県の建設投資額と業者数の関係  
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（３）設計労務単価の推移 

設計労務単価（主要１２職種平均）は、低下が続いてきたが、平成２

４年度より上昇に転じ、平成２７年度には全国平均を上回った。平成２

８年度の単価は１８，４７５円／日と５年連続の上昇となり、平成２３

年度と比較して５１％の大幅な増加となった。  

しかし、平成２８年度においても、ピーク時である平成１０年度単価

の７７％となっており、隣接県（宮城県）との格差は拡大している。(表

－３、図－３） 

設計労務単価の低下は、建設工事を担う技術力のある建設労働者の育 

成を妨げるとともに、転職や県外流出等を進行させ、技術の伝承をはじ

め地域が持つ技術力の維持を危うくするとの指摘もなされているため、

適正な賃金水準が確保される必要がある。 

 

表－３ 主要 12 職種設計労務単価の推移（国土交通省：公共工事設計労務単価） 

主要 12 職種： 特殊作業員・普通作業員・軽作業員・とび工・鉄筋工・特殊運転手・一般運転手・

型枠工・大工・左官・交通誘導員Ａ・交通誘導員Ｂ 

 

図－３ 主要 12 職種設計労務単価の推移  
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25,000
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山形県

（Ａ）

宮城県

全国平均

（Ｂ）

単位 ： 円／日

年度 H10 H12 H16 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

23,882 17,518 14,900 12,983 12,833 12,500 12,225 12,583 15,117 16,308 17,142 18,475

100% 73% 62% 54% 54% 52% 51% 53% 63% 68% 72% 77%

23,555 19,009 15,855 13,675 13,492 13,150 12,867 14,250 17,958 19,375 20,250 21,692

100% 81% 67% 58% 57% 56% 55% 61% 76% 82% 86% 92%

21,002 17,519 15,199 13,761 13,713 13,450 13,328 13,401 15,454 16,516 17,043 17,910

100% 83% 72% 66% 65% 64% 64% 64% 74% 79% 81% 85%

全国平均との比較
（Ａ）／（Ｂ）

114% 100% 98% 94% 94% 93% 92% 94% 98% 99% 101% 103%

山形県
（Ａ）

宮城県

全国平均
（Ｂ）
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（４）倒産件数の推移 

全国および東北地域の倒産件数は、平成１６年からほぼ同水準で推移

していたが、平成２０年より減少傾向を示している。 

これに対して、山形県の倒産件数は、平成１６年まで増加傾向を続け、 

平成１８年をピークとして、その後減少を続けている。（表－４、図 

－４） 

表－４ 建設倒産件数の推移（暦年） 
 

 

 

 

 

 

 

図－４ 建設業倒産件数の推移（暦年） 

 

（５）収益性の推移 

本県建設業の収益性については、平成２２年度までマイナスが続いてき

たが、平成２３年度にプラスに転じ、平成２６年度はプラス２．９８％と、

平成２１年度以降、上昇を続けている。 

その一因として、災害復旧・復興工事の本格化や政府の緊急経済対策に

加え、豪雨災害の災害復旧工事等による公共工事の増加が考えられる。(表

－５、図－５） 

 

表－５ 建設業の収益性（売上高経常利益率）の推移（年度） 

 

 

 

（件）

H8 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

山形県 14 43 48 37 57 53 49 36 26 16 17 12 12 10

東 北 213 434 304 315 300 306 335 251 203 132 82 78 53

全 国 4,065 6,214 4,002 3,783 3,855 4,018 4,467 4,087 3,523 3,391 3,002 2,421 1,965

※平成27年度東北及び全国の倒産件数は未公表となっている。
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2,000 

3,000 

4,000 
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6,000 

7,000 

H8 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

（業
者
数
）

（年）

全 国

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

東日本平均23都県 -0.73 -1.03 -1.21 -1.69 -1.05 -0.57 0.69 1.24 2.44

山　形　県 -0.58 -1.64 -2.43 -1.72 -0.81 0.09 1.46 2.06 2.98

青森県 -0.56 -0.82 -0.78 -0.39 -0.13 0.02 0.99 1.90 1.84

岩手県 -1.53 -2.00 -1.95 -2.89 -1.40 0.67 2.68 2.81 4.14

宮城県 -1.88 -1.53 -2.08 -2.20 -1.42 1.92 4.64 3.44 3.41

秋田県 -1.08 -2.00 -2.36 -1.82 -1.07 -0.71 0.27 1.68 2.43

福島県 -0.97 -2.29 -3.04 -2.98 -1.76 0.69 3.63 3.82 4.50

※「建設業の財務統計指標」東日本建設業保証（株）

収益性の指標

・売上高経常利益率

＝経常利益／売上高×100

※平成27年度東北及び全国の倒産件数は未公表となっている。
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図－５ 建設業の収益性（売上高経常利益率）の推移 

 

 

２ 建設業者へのアンケート調査の結果 

今後の建設業振興施策に資するため、「建設業者の経営等（経営力強化・

人材育成）に関するアンケート調査」を平成２８年３月に実施した。  

若年者確保における各企業の取組み状況については、「国家資格等取得支

援」に取り組んでいる企業が最も多く、６０３社中３７４社で全体の３０％

となっており、次いで「賃金水準の向上、諸手当の拡充」が２５％となって

いる。 

これを踏まえ、県の取組みとして平成２６年度から「１級土木施工管理技

士」の受験準備講習会や、大型免許等の取得支援を実施しており、「１級土

木施工管理技士」の受験準備講習会では、平成２８年度からこれまでの学科

試験講習会に加え、実地試験講習会を行うこととしている。 

（調査結果については、資料編８５頁以降に掲載。） 

 

３ 業界団体との意見交換会の実施 

   前記アンケート調査のほか、平成２７年度においても、「一般社団法人山

形県建設業協会」、「一般社団法人日本建設業連合会東北支部」、「一般社団

法人山形県測量設計業協会」、「一般社団法人日本補償コンサルタント協会

東北支部山形県部会」、「山形県建設コンサルタント協会」、「山形県地質土

壌調査業協会」及び「一般社団法人建設コンサルタンツ協会東北支部」と

意見交換を行い、入札・契約制度の改善点や関係業界が抱える問題点等を

把握するための意見・要望の聴き取りを行ない、入札契約制度の改善につ

なげた。主な要望事項等については、以下のとおりであった。 

   ・改正品確法・建設業法・入契法を踏まえた発注について 

   ・設計労務単価の適切な引き上げ 

   ・調査基準価格及び最低制限価格の適正な見直し 

   ・適切な発注時期と工期設定 

        （入札契約制度の改善内容については１５頁第３章に記載。） 

-3.0 

-2.0 

-1.0 

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

（％）

（年度）

山形県

東日本
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第２章 平成２７年度における入札・契約の実施状況 

 

１ 建設工事関係（※予定価格２５０万円以下の建設工事を除く） 

（１）落札率等の状況 

① 落札率 

建設工事の入札方法については、平成１９年度から原則として一般 

競争入札方式により実施している。 

平成２７年度の落札率は、工事件数が減少したこともあり、９４.６％

と前年度をやや下回った。 

     落札率の推移をみると、平成２０年度に低入札価格調査制度に失格

数値基準を導入したことにより上昇に転じたが、平成２２年度には再

び落札率が低下し、これを受けて、平成２３年度は、低入札価格調査

制度の調査基準価格の算定方法について、本県独自に国を上回る改正

を行うとともに、総合評価落札方式における「品質等確実点」を導入

した。こうした取組みにより、「過度な低価格入札」の抑制に対し一定

の効果があらわれ、以来、高水準の傾向が続いている。（表－１、図－

１） 

 

表－１ 落札率の推移（建設工事）（全部局、予定価格２５０万円超） 

 

次に、落札率について、区分ごとに比較してみると、落札率９０％

超の件数割合は、平成２７年度では７６.７％と平成２６年度より１１．

３ポイント減少し、８０％超９０％以下の件数割合が２３．１ポイント

と１１．３ポイント増加している。（表－２、図－２） 

85.0

87.5

90.0

92.5

95.0

97.5

100.0

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

％

年度

一般競争入札

指名競争入札

随意契約

合 計

※落札率：加重平均（契約金額合計/予定価格合計）

(単位：％、件)

一般競争入札 88.5 86.3 88.6 91.1 89.9 92.3 94.2 95.7 95.8 94.6 1,028

指名競争入札 92.2 90.4 87.1 97.0 92.9 95.4 97.9 97.0 96.6 94.5 15
随意契約 98.7 98.7 95.5 97.0 99.5 97.0 92.3 92.5 99.1 98.6 10

合　　計 89.1 86.6 88.6 91.2 90.0 92.4 94.2 95.6 95.8 94.6 1,053

入札方法 Ｈ18 Ｈ27Ｈ26 件数Ｈ24Ｈ19 Ｈ20 Ｈ25Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23

図－１ 入札方法別落札率の推移（建設工事） 
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表－２ 落札率区分別の状況（建設工事）（全部局、予定価格２５０万円超） 

＜件数＞

Ｈ２３ 417 548 499 27 4 1 4 0 0 1,500 92.4%
Ｈ２４ 627 483 243 7 4 0 0 0 0 1,364 94.2%
Ｈ２５ 865 331 177 2 1 1 0 0 1 1,378 95.6%
Ｈ２６ 895 295 156 4 2 0 0 0 0 1,352 95.8%
Ｈ２７ 582 226 242 1 2 0 0 0 0 1,053 94.6%

＜割合＞
27.8% 36.5% 33.3% 1.8% 0.3% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0%

46.0% 35.4% 17.8% 0.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

62.8% 24.0% 12.8% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%

66.2% 21.8% 11.5% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

55.3% 21.5% 23.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ｈ２７ 100.0%

76.7% 23.1% 0.2% 0.0%

86.8% 13.0%
100.0%

0.1% 0.1%

100.0%
81.4% 18.3% 0.3% 0.0%

落札率
60％超
65％以下

80％超
85％以下

75％超
80％以下

88.0% 11.8%

※割合は各区分ごとに端数処理しているため、合計と合わない場合がある。

Ｈ２６

区分

0.1% 0.0%

Ｈ２３

Ｈ２５

Ｈ２４

70％超
75％以下

合計
65％超

70％以下

100.0%

100.0%
64.3%

95％超
90％超

95％以下
85％超

90％以下
60％以下

35.1% 0.3% 0.3%

 

 

 

  ② 一般競争入札への平均参加業者数 

    （※入札辞退、未入札等により一度も札入れをしていない業者を除く） 

県土整備部（平成２１年度以前は土木部。以下同じ。）の一般競争入

札への参加業者数は、一件あたりの平均数で、平成２２年度７.５者、

平成２３年度６.６者、平成２４年度４.８者、平成２５年度３．９者、

平成２６年度は３．３者と、同制度導入後減少を続けていたが、平成

２７年度においては４．１社と増加に転じた。 

     これは発注工事量が減少したことと、発注見通し等の制度が活用さ

れていることが要因として考えられる。 

 

 （２）不調・不落の発生状況 

平成２７年度の県土整備部における入札時不調不落発生件数は、８

５件（１０．２％）で、昨年度と比較して２件増加、発生率は１．９％

上昇した。  

今後も、工事の早期発注に配慮しながら、年間を通した工事量を平

図－２ 落札率区分別件数割合（建設工事） 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

95%超 90～95% 85～90% 80～85% 75～80％ 70～75％ 65～70% 60～65% 60％以下

％

落札率

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６

Ｈ２７
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準化し、特定の時期に工事を集中させないことや、工期を柔軟に設定

することを検討課題としていく。こうした不調案件は、工期の見直し

や、関連事業など複数の工区をまとめて再発注する発注ロットの大型

化などの工夫をして再発注することにより、契約に至っている。 

 

表－３ 不調・不落の発生状況（建設工事） 

（県土整備部、予定価格２５０万円超。随意契約を除く） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

15 24 72 97 109 136 113 45 40 35 18 126 830

2 3 4 12 17 17 18 8 0 1 0 3 85

不調 0 2 2 9 15 12 9 7 0 0 0 1 57

不落 2 1 2 3 2 5 9 1 0 1 0 2 28

13.3% 12.5% 5.6% 12.4% 15.6% 12.5% 15.9% 17.8% 0.0% 2.9% 0.0% 2.4% 10.2%

H27

入札件数

不調不落件数

発生率

  

（３）県内業者受注率の状況 

    県内（本店）業者の受注率は、平成２６年度と比べ件数ベースでは 

０．６ポイント増加し９６.０％、当初契約金額ベースでは１３.９ポイ

ント減少し８１．０％となった。（表－４） 

県内業者受注率は件数ベースで上昇しているものの、５０億円を超え

る大規模な電気通信工事を県外業者が受注した影響等により、当初契約

金額ベースの受注率が低下している。 

 

 表－４ 県内業者の受注率（建設工事）（全部局、予定価格２５０万円超） 

(単位：％)

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

一般競争入札 96.1 90.0 96.2 91.2 95.3 91.8 95.5 94.9 96.1 81.0

指名競争入札 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
随意契約 40.0 81.3 46.2 78.1 77.8 50.0 93.0 90.6 80.0 85.1

合　　計 95.8 90.0 95.7 91.2 95.0 91.5 95.4 94.9 96.0 81.0

Ｈ25 Ｈ27 
入札方法

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ26 

 

 

（４）品質の確保に関する状況 

  ① 工事成績評定点 

     本県では、請負業者の適正な選定や指導・育成、工事の品質向上に資 

することを目的に、原則として、１件の当初設計金額が５００万円を超 

える建設工事を対象として、工事成績評定点を算出している。 

    当該評定点の平成２７年度における県全体の平均点は、７９.４点とな 

っており、前年度と比べると０.５点上昇した。 

また、当該評定点と落札率との関係においては、低い落札率であっても

評定点が平均を大きく下回るような案件は見られない。（表－５－１、２） 
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表－５－１ 工事成績評定点の推移（建設工事）（全部局 当初契約金額５００万円以上） 

（単位：点、件）

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

評定点 76.5 77.0 77.5 78.1 78.9 79.4

件　数 ― 950 1,119 1,042 1,206 901  
 

表－５－２ 落札率区分別工事成績評定点（建設工事）（全部局） 

（単位：点、件）

Ｈ２６（評定点） 80.5 83.0 78.7 78.9 78.9 78.9

Ｈ２７（評定点） 83.0 84.0 79.3 78.9 79.5 79.4

Ｈ２７（件数） 1 件 1 件 192 件 186 件 521 件 901 件

90％以下
85％超

95％以下
90％超

95％超 合計区分 65％以下
70％以下
65％超

75％以下
70％超

80％以下
75％超

85％以下
80％超

 

 

② 総合評価落札方式と最低価格落札方式での工事成績評定点 

   県土整備部では、価格と品質の２つの基準で審査できる総合評価落札

方式を１，０００万円以上の工事で実施している。 

工事成績評定点の平均を比べると、総合評価落札方式が最低価格落札

方式を１．７点上回っている。  

また、総合評価落札方式での平均落札率は９４.６％であり、最低価

格落札方式と同率となっている。（表－６） 

 

表－６ 総合評価落札方式の状況（建設工事）（全部局、予定価格２５０万円超） 

(単位：件、％、点)

件数 金額

475 96.8% 95.8%

（590） （94.2%） （94.1%）

568 95.6% 59.7%

（762） （96.3%） （97.1%）

1,043 96.2% 81.0%

（1,352） （95.4%） （94.9%）
※（　）内は前年度の数値。

県内業者受注率

(95.8%) (78.7)

　最低価格落札方式

合　　計

94.6% 80.1

94.6% 78.4

94.6%

　総合評価落札方式

落札方式 件数 平均落札率 平均評定点

(95.8%) (76.8)

79.3

(96.0%) (75.4)

 
③ 低入札価格調査制度の運用 

      平成２７年度において、調査基準価格を下回った入札があったのは、

県土整備部で１件(発生率０．３％)と激減した。 

これは、総合評価落札方式における「品質等確実点」の導入や、低入

札価格調査によるダンピング対策が浸透してきていることが要因と考え

られる。（表－７） 
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 表－７ 低入札価格調査制度における調査実績（建設工事） 

基準価格設定数 374 481 421 435 386 322

低入札発生件数 50 10 3 4 7 1

（発生率） (13.4%) (2.1%) (0.7%) (0.9%) (1.8%) (0.3%)

低入札落札件数 17 2 2 1 2 0

低入札発生件数 66 12 7 4 7 3

低入札落札件数 24 3 3 1 2 0

H27

県
土
整
備
部

全
県

H25H23 H24年　度 H22 H26

 

    なお、過度な低価格入札を抑止するため、平成２２年５月より、調査

基準価格未満で落札した場合には、工事の品質を確保するため、現場代

理人と配置技術者の兼務を禁止する措置を導入している。  
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２ 建設工事関連業務委託関係（※予定価格１００万円以下の業務委託を除く） 

（１）落札率等の状況 

① 落札率 

業務委託に関しては、建設工事の場合と異なり、格付けのために業者 

を客観的に評価する制度（建設業法に基づく経営事項審査制度）がない 

ことから、本県では、金額規模により１０～１５者前後を選定して実施 

する指名競争入札を原則としている。 

平成２３年度に、低入札価格調査制度の調査基準価格の算定方法につ 

いて改正が行われた結果、「過度な低価格入札」の抑制に対し一定の効  

果がみられるようになったが、依然、予定価格付近での落札と調査基準

価格付近での落札の二極化が顕著である。平成２７年度の落札率は８６.

０％と、前年度と比べ１．６ポイント減となった。入札方法別に見ると、

一般競争入札９４．５％、指名競争入札８５.２％、随意契約９６.９％

となっている。（表－８－１） 

 

表－８－１ 落札率の推移（建設工事関連業務委託）（全部局、予定価格１００万円超） 

  

(単位：％、件)

一般競争入札 82.9 88.6 87.5 98.0 94.5 9

指名競争入札 84.9 86.2 87.5 85.7 85.2 671
随意契約 96.3 96.8 97.3 97.3 96.9 41

合　　計 85.5 86.7 88.4 87.6 86.0 721

件数Ｈ25入札方法 Ｈ24Ｈ23 Ｈ26 Ｈ27

 

   次に、落札率についてその件数割合を落札率の区分ごとにみると、平成

２７年度では、９０％超の落札件数が４１.５％と前年度と比べて８.７

ポイント減少、７０％超８０％以下が３７.４％と９.４ポイント増加し

ている。（表－８－２、図－３） 

表－８－２ 落札率の状況（建設工事関連業務委託）（全部局、予定価格１００万円超） 

＜件数＞
平　均
落札率

Ｈ２３ 143 215 110 134 222 34 0 0 0 858 85.5%
Ｈ２４ 201 282 111 125 235 77 2 0 2 1,035 85.2%
Ｈ２５ 328 257 119 143 191 12 1 0 1 1,052 88.4%
Ｈ２６ 273 218 98 116 240 34 0 0 0 979 87.6%
Ｈ２７ 178 121 73 77 185 85 1 1 0 721 86.0%

＜割合＞
16.7% 25.1% 12.8% 15.6% 25.9% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0%

19.4% 27.2% 10.7% 12.1% 22.7% 7.4% 0.2% 0.0% 0.2%

31.2% 24.4% 11.3% 13.6% 18.2% 1.1% 0.1% 0.0% 0.1%

27.9% 22.3% 10.0% 11.8% 24.5% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0%

24.7% 16.8% 10.1% 10.7% 25.7% 11.8% 0.1% 0.1% 0.0%

29.8%

Ｈ２５

100.0%
50.2% 21.9% 28.0% 0.0%

Ｈ２６

55.6% 24.9% 19.3%

41.7% 28.4% 0.0%

Ｈ２４ 100.0%
46.7% 22.8% 30.1%

Ｈ２３

60％超
65％以下

60％以下

0.2%

合計
65％超

70％以下

100.0%

0.4%

100.0%

80％超
85％以下

75％超
80％以下

70％超
75％以下

区分 95％超
90％超

95％以下
85％超
90％以下

Ｈ２７ 100.0%
41.5% 20.8% 37.4% 0.3%  
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（２）県内業者受注率の状況 

    県内（本店）業者の受注率は、件数ベースで７４.９％、契約金額ベー

スで６１.７％となっており、前年度に比べ、件数で０．９ポイント、契

約金額で５．０ポイント下回った。（表－９） 

 表－９ 県内業者の受注率（建設工事関連業務委託）（全部局、予定価格１００万円超） 

(単位：％)

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

一般競争入札 90.0 82.8 90.0 94.2 66.7 72.0 0.0 0.0 88.9 89.3

指名競争入札 72.8 64.0 72.8 60.3 73.6 64.9 74.3 63.4 74.4 60.3
随意契約 78.6 82.3 91.2 77.8 81.4 80.6 86.3 83.0 80.5 73.3

合　　計 73.2 65.7 73.6 61.6 74.4 66.6 75.4 66.7 74.9 61.7

Ｈ27Ｈ26
入札方法

Ｈ23 Ｈ25Ｈ24

 

 

（３）品質の確保に関する状況 

  ① 委託業務成績評定点の状況 

    建設工事と同様の目的により、建設工事関連業務委託に関しても、原則

として１件の当初設計金額が２００万円を超える委託業務等を対象に成績

評定点を算定している。 

    当該評定点の平成２７年度における県全体の平均点は、８０．７点とな

っており、前年度を０.６点上回っている。 

   また、落札率との関係においては、落札率の高低による評定点への影響

はみられない。（表－１０－１、２） 

 
 

表－１０－１ 業務成績評定点の推移 

（単位：点、件）

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

評定点 79.5 79.6 79.9 80.1 80.7

件　数 612 699 777 717 457  
 

 

 

 

 

 

図－３ 落札率区分別件数割合（建設工事関連業務委託） 



 
 13 

表－１０－２ 落札率区分別業務成績評定点 

（単位：点）

Ｈ２６（評定点） 86.0 83.0 80.4 80.2 80.8 79.8 79.8 80.1

Ｈ２７（評定点） 80.0 79.9 81.1 81.0 79.9 80.2 80.9 80.7

Ｈ２７（件数） 1 件 0 件 28 件 137 件 53 件 53 件 79 件 106 件 457 件

95％超 合計
70％以下
65％超

75％以下
70％超

80％以下
75％超

85％以下
80％超

90％以下
85％超

95％以下
90％超

区分
65％以下
60％超

  ② 低入札価格調査制度の運用 

建設工事関連業務委託においては、平成２６年５月より低入札価格調査

制度対象の設計金額を７００万円以上から１，０００万円以上に引上げ

ている。また、県土整備部において平成２７年１０月から対象金額を３，

０００万円以上とする試行を実施中である。 

平成２７年度における調査発生件数は、県全体で２３件（うち県土整備

部で１５件）となっており、近年で最も低い水準にある。（表－１１） 

表－１１ 低入札価格調査制度における調査実績（建設工事関連業務委託） 

基準価格設定数 140 167 221 240 141 85

低入札発生件数 41 42 48 28 26 15

（発生率） (29.3%) (25.1%) (21.7%) (11.7%) (18.4%) (17.6%)

低入札落札件数 20 13 19 12 12 8

低入札発生件数 47 54 53 37 31 23

低入札落札件数 24 18 20 16 16 12

H27H26

県
土
整
備
部

全
県

年　度 H22 H23 H24 H25

 

  

 ③ 非指名措置の状況 

   過度な低価格入札を抑止するため、平成２２年５月より、過度な低価格

入札による失格を繰返す者に対し、失格回数に応じて非指名期間を設定す

る措置を導入している。  

    導入後の検証結果などから、非指名の機動的な対応や失格回数に応じた

非指名期間の設定などの改正を平成２５年度に実施した結果、失格業者数、

非指名業者数ともに大きく減少し、平成２７年度についても同様に推移し

ている。（表－１２）  
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表－１２ 非指名措置の状況（建設工事関連業務委託） 

失格業者数（平成 22 年度～平成 28 年３月末） 

半期
(H25以降対象外) １回 ２回以上

上期 26 社 8 社 34 社
下期 5 社 9 社 14 社
上期 30 社 12 社 42 社
下期 9 社 5 社 14 社
上期 19 社 13 社 32 社
下期 5 社 2 社 7 社

Ｈ２７ 12 社 4 社 16 社 16 社

年度
失格回数

期計 年計

Ｈ２２

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６

48 社

56 社

39 社

21 社

21 社

16 社 5 社 21 社

18 社 3 社 21 社

 

 

 

非指名業者数（平成 22 年度～平成 28 年３月末） 

半期
(H25以降対象外) １箇月 ２箇月 ３箇月 ４箇月 ５箇月

上期 － － － － － －
下期 0 社 5 社 2 社 1 社 0 社 8 社
上期 2 社 6 社 1 社 0 社 0 社 9 社
下期 2 社 7 社 2 社 0 社 1 社 12 社
上期 1 社 3 社 1 社 0 社 0 社 5 社
下期 5 社 7 社 1 社 1 社 1 社 15 社

4 社Ｈ２７ 4 社

年度 期計 年計

Ｈ２２ 8 社

非指名期間

Ｈ２３ 21 社

Ｈ２４ 20 社

Ｈ２５ 3 社 5 社 5 社

Ｈ２６ 5 社 7 社 7 社

2 社

2 社
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第３章 平成２７及び２８年度における改善の取組み 

 

１ 公正な競争と適正な利益が確保される入札契約制度の実施 

  公正な競争等を前提としながら、「品質」及び「適正な競争」を確保しつ

つ、建設業者等の適正な利益が確保され、工事の安全や企業の技術の蓄積と

研鑽に繋がる入札契約制度となるよう、平成２７年度において以下の対策を

順次実施した。 

  なお、平成２８年度における取組みについても、平成２７年度中の方針決

定を受けたものであることから、併せて記述している。 

 

２ 建設工事に関する改正内容 

（１）若手技術者育成モデル工事の試行〔平成２７年７月試行開始〕 

若手技術者を工事に配置した場合に加点評価する、又は、若手技術者

を配置した上で、ベテランの専任補助者を配置した場合には専任補助者

の実績を評価するなどの、若手技術者の育成に寄与するモデル工事（総

合評価落札方式）を試行した。 

○平成 27 年度試行件数 ※県土整備部のみ  

 

・平成２８年度も引き続き、

件数を拡大したうえで試行継

続する。 

 

 

（２）予定価格の原則事後公表〔平成２７年７月改正〕 

平成２７年７月以降公告分について、品確法の改正を踏まえ、災害復

旧工事など迅速な施工が必要な工事等を除き、原則事後公表に移行し

た。なお、平成２７年７月から、農林水産部においても事後公表の試行

が開始されている。 

 ○平成27年度試行結果             ※県土整備部のみ 

 発注件数 

（一般競争全体） 

(a) 

 

うち事後公表 

件数(b) 割合(b/a) 

３千万円以上 ２７３件 １４２件 ５２．０％ 

３千万円未満 ４７１件 １６９件 ３５．９％ 

計 ７４４件 ３１１件 ４１．８％ 

【Ｈ26年度における事後公表の実施割合は、22.6％】 

 試行件数 

若手技術者評価型 ７件 

専任補助者評価型 ７件 

計 １４件 
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○平成27年度平均落札率            

事後公表案件の平均落札率は９４.９％で、前年度の９５.４％と比

べると０.５ポイント低くなっている。 

※県土整備部のみ 

 一般競争全体 

 事後公表 事前公表 

３千万円以上 ９４.７ ％ ９４.４％ ９５.２ ％ 

３千万円未満 ９４.３ ％ ９４.０ ％ ９４.５ ％ 

計 ９４.６ ％ ９４.３ ％ ９４.６ ％ 

 

（３）見積り活用方式の試行〔平成２７年５月試行開始〕  

     積算に用いる設計単価等と実際の取引価格との乖離が原因で、不調・

不落となった工事、または乖離により不調・不落の発生が予想される工

事において、複数業者に見積書の提出を求め、その妥当性を確認したう

えで工事設計金額を積算する方式を試行的に導入した。 

○平成27年度試行件数 ※県土整備部のみ  

                         

 

 

 

 

・試行件数は少ないが、いずれも標準積算を上回る落札率となり、一定

の効果が確認されることから、試行を継続する。 

 

（４）社会保険未加入建設業者の排除〔平成２７年度・２８年度改正〕 

建設業者の社会保険等未加入対策については、①及び②について元請

業者に対する対策を実施し、さらに③により一次下請業者についての取

組みを行った。なお、二次下請以降の未加入については、従来どおり指

導・通報制度による対応を継続する。 

①入札参加資格者名簿登載業者から社会保険等未加入業者を排除。 

（平成２７年４月改正） 

 ②中間前払金の適用範囲を「請負代金額 1,000 万円以上」から「100 万円

以上」に拡大。              （平成２７年７月改正）

③一次下請契約者から社会保険未加入業者を排除。 

（平成２８年７月改正） 

 

 

 

 試行件数 

不調･不落が懸念されるケース １件 

不調・不落後の再入札のケース １件 

計 ２件 
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（５）低入札価格調査基準の引上げ〔平成２８年４月・７月改正〕 

改正品確法の主旨をふまえ、平成２８年４月から調査基準価格算定式

における一般管理費の算定割合を５０％から５５％に引き上げた。 

また、７月からは現場管理費を９０％から９５％、一般管理費を５

５％から６５％と、国土交通省基準を上回る水準に引き上げることとし

た。この結果、予定価格に対する比率は８９％⇒９２％に上昇すると試

算している。 

 

（６）入札説明書等の様式改正〔平成２８年７月改正〕 

入札方法の多様化・複雑化に伴い、現行の入札関連書類を見直し、受

発注者双方の事務軽減を図ることとした。  

 

３ 建設工事関連業務委託に関する改正内容 

（１）低入札価格調査における調査対象設計金額引上げ 

〔平成２７年１０月試行開始〕 

 受発注者双方の事務負担軽減を図るため、県土整備部における低入札

制度の調査対象設計金額を１，０００万円以上から３，０００万円以上

に引き上げ、円滑な受発注環境を整えた。 

なお、３，０００万円未満案件については、最低制限価格を設定し品 

   質を確保していく。            

 

（２）低入札価格調査基準の引上げ〔平成２８年４月改正〕 

【一般管理費】【諸経費】【技術経費】について、県独自に国土交通

省基準を上回る水準に引き上げた。改正後の業種ごとの試算値は82%～

87%に上昇する見込みであり、業種別では次のとおりとなる。  

測量 地質調査 建築 土木・補償

約８４％ 約８７％ 約８２％ 約８３％
 

 改正により予定価格に対する比率が上昇し、落札率の引き上げが図ら

れると考える。  

 

（３）総合評価落札方式の本格実施〔平成２８年７月改正〕 

原則として、設計金額３，０００万円以上の業務委託は、全て総合評

価落札方式を適用することとした。例外として、プロポーザル方式等の

他発注方式が適している場合は、他の発注方式を採用することも可能と

する。改正により、品質が確保され、民間のもつ独自のノウハウや高い

技術力の発揮が期待される。  
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（４）建設工事関連業務委託における発注見通しの公表 

〔平成２７年４月試行開始・２８年度改善を実施〕 

建設工事関連業務委託の発注見通しについては、これまで非公表であ

ったため、受注計画が立てにくく、年度当初の低入札が多い傾向にあっ

たことから、平成２７年４月から１，０００万円以上の業務委託につい

て発注見通しの公表を行ったが、発注に対する公表割合が低調であった

ため、更なる公表件数の拡大を目的とし、平成２８年４月に次のとおり

改善を行った。 

①１，０００万以上から５００万以上に対象範囲を拡大  

②未定の公表項目がある案件についても原則公表対象とする公表対象

外案件の見直し 

③８月公表を追加し、年４回から年５回に公表回数を増加 

これらの制度改善により、公表件数の増加を図ることで受注環境が整

備され、業務の平準化や過度な低価格入札の抑制が期待できる。  

 

４ 建設工事関連役務に関する改正内容 

（１）除排雪、道路･河川等維持修繕、土木施設機器保守点検、植栽等管理、

支障木伐採、森林整備の各役務への最低制限価格制度の適用 

〔平成２８年４月改正〕 

過度な低価格入札を抑制するため、これらの役務に対して最低制限価

格制度を適用することとした。 

 



５　入札・契約制度改善の経緯

～平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

H13.04 入札契約適正
化法施行

H15.01 官製談合防止
法施行

H17.04 品確法施行､
H18.01 改正独禁法施
行

Ｈ13年１月最上地方
における農業土木工
事に公取立入調査
（業界談合）

Ｈ15年９月置賜地方
における測量、土木
コンサルタント等業
務に公取立入調査
（業界談合）

Ｈ16年10月東北地方
整備局等が発注した
鋼橋上部工事関係の
70社に独禁法違反で
立入調査

山形県入札制度改善
委員会設置（庁内組
織）

一般競争入札

Ｈ７年度ＷＴＯ案件
に導入。
10億円以上の土木工
事、15億円以上の建
築工事を一般競争入
札とする。

１億円以上の工事に
条件付一般競争入札
の導入（４千万円以
上についても実施可
能）

４千万円以上の工事
に条件付一般競争入
札の拡大（１千万円
以上についても実施
可能）

地域要件、格付け
等

県内全域からの応札
を３億円以上から１
億円以上に拡大

主観点数に工事成績
評価等技術力のウェ
イト引き上げ

ＪＶ対象工事に単体
業者が参加する混合
入札とする

入札条件に工事成績
や技術者の施工実績
を設定

指名競争入札

意向確認型指名競争
入札の廃止と公募型
の拡大

指名業者数を12業者
に拡大、指名業者名
は落札決定後に公表

指名理由書の作成要
領を制定

業務委託の指名選定
基準の制定

監視機能

入札監視委員会の設
置（契約金額２千万
円以上・発注予定１
億円以上の建設工
事）

測量、設計等業務委
託（契約金額500万円
以上）を審査事項に
追加

予定価格
Ｈ11年５月から250万
円超工事について事
後公表

250万円超の建設工事
全てについて事前公
表

積算内訳書
閲覧による積算内訳
の事後公表の実施

入札時に提出義務
化、積算基準、設計
単価公表

内訳書の審査要領を
制定し、審査手法を
統一化

契約情報等公開

Ｈ10年９月経営事項
審査結果公表

発注見通し、指名選
定理由、契約書等の
公開

工事成績、低入札基
準価格、最低制限価
格の公表

測量等業務委託も指
名理由、予定価格を
公表（事後）

電子入札等 Ｈ15年11月試行

低入札価格調査制度

Ｈ９年ＷＴＯ案件に
導入
Ｈ１１公募型、意向
確認型指名競争入札
にも適用

２億円を超える建設
工事を対象とする

設計金額４千万円以
上の建設工事に導入

設計金額４千万円未
満の建設工事に「最
低制限価格制度」を
導入

低入札コスト調査に
より完成時のコスト
構造分析開始

失格判断基準・調査
方法の改善、業務委
託設計金額700万円以
上に導入、技術者の
増員義務付け(Ｈ17年
１月～)

低入札対象工事件数 410 307 299 276 208

低入札調査件数 26 26 26 40 20

発生率 6.3% 8.5% 8.7% 14.5% 9.6%

多様な入札･契約方式

入札時ＶＥ方式試行 契約後ＶＥ方式試行 ＰＦＩ事業の実施、
業務委託に係るプロ
ポーザル方式の試行

総合評価落札方式の
試行

契約後ＶＥの実施、
総合評価落札方式簡
易Ⅰ型実施(Ｈ18年１
月～)

工事成績評定

要領を改正し評価の
厳格化

工事成績、技術者の
施工実績を入札条件
に設定

評定平均点の推移 (土木･農林全体)→ 73.8 74.6

指名停止措置機関

指名停止期間

談合、贈賄を定めて
いる期間の２倍とす
る

損害賠償予約条項
契約約款に10％を設
定（建設工事）

契約約款に10％を設
定（委託業務）

コンプライアンス

元請下請関係 指導要領策定 元請下請調査88件 89件 97件 92件 

談合情報等対応 現場説明会廃止 マニュアルの統一化

談合情報の推移 1 4 2 5 7 1

県内の建設投資額(億円) Ｈ８ピーク   9,601 8,062 7,086 5,976 5,355 4,918 4,816

建設業許可業者数(年度末) (Ｈ11)　     5,832 5,806 5,713 5,637 5,720 5,767 5,579

建設業倒産件数（暦年） (Ｈ11)　        35 43 42 52 48 48 37

建設工事落札率（指名） 96.0% 94.6% 94.6% 93.5% 93.2% 92.4%

建設工事落札率（一般） － 92.9% 92.7% 92.9% 91.2% 90.5%

建設工事落札率（ 計 ） 96.0% 93.6% 93.0% 93.0% 91.4% 90.6%

※数値は、特に注釈のあるものを除き県土整備部
（平成21年度以前は土木部）関係のみ。
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平
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

H18.12 知事会指針 H20.07 県公共調達基
本条例施行

Ｈ18年４月市民オン
ブズマンが鋼橋上部
工事の談合について
損害賠償請求を怠っ
ていると県を提訴

Ｈ19年３月置賜管内
測量等談合に係る損
害賠償請求の訴えを
提起

H19年10月山形県公共
調達改善委員会設置
（外部委員組織）

H20年12月山形県公共
調達評議委員会設置
（外部委員組織）

250万円超１千万未満
の工事について４月
から一部、Ｈ20年１
月から原則全面実
施。事務軽減のため
事後審査方式導入

応札可能業者は原則
20者以上を確保す
る。主観点数に企業
の社会性評価を導入

土木一式の発注基準
及び建設工事の地域
要件に係る金額区分
を一部改正

土木一式の発注基準及
び建設工事の地域要件
に係る金額区分を一部
改正

指名業者数を拡大

指名停止措置の再苦
情処理、談合情報の
審査（１億円以上）
を追加

事後公表の試行（H20
年1～3月）

事後公表の試行（H20
年10～H21年3月）

事後公表の試行（H21
年6～）

事後公表の試行継続
（H22年4月～）

事後公表の試行継続
（H23年4月～）

事後公表の試行継続
（H24年4月～）

事後公表の試行継続
（H25年4月～）

個々の入札結果を
ホームページ上で公
開（Ｈ19年3月～）

本格実施 質問・回答の電子化 電子閲覧の本格実施

（業務委託設計金額
700万円未満に最低制
限価格制度試行導
入）

建設工事・業務委託
とも失格数値基準を
導入（H20年6月30日
～）、調査基準価格
の引き上げ（H21年1
月26日～）

建設工事の調査基準
価格引き上げ、建設
工事・業務委託とも
失格数値基準・最低
制限価格を引き上げ
（H21年6月1日～）

建設工事における現場
代理人と配置技術者の
兼務禁止、及び業務委
託の入札で失格を繰り
返す業者に対する、非
指名措置制度を導入
(H22.5.1～)

建設工事の調査基準価
格引き上げ、建設工
事・業務委託とも失格
数値基準・最低制限価
格を引き上げ（H23年5
月1日～）

・土木コンサルタント
業務の調査基準価格お
よび失格数値基準の引
き上げ
（H24年5月1日～）
・「非指名」措置等の
検証と見直しの検討

業務委託における失格
を繰り返す者に対する
「非指名」措置の改
正・強化（H25年4月
～）

218 245 296 440 374 481 421 435

19 23 21 37 50 10 3 4

8.7% 9.4% 7.1% 8.4% 13.4% 2.1% 0.7% 0.9%

総合評価落札方式簡
易Ⅱ型実施

地域貢献活動を評価
項目として設定可能
に（簡易Ⅱ型）

簡易Ⅰ型とⅡ型は地
域貢献活動の評価項
目設定を必須に、標
準型でも可能にし
て、本格実施

設計金額4000万円以
上、原則全面実施。
地域貢献活動の評価対
象項目を拡大。（H22
年４月）事後審査方式
の試行（H22年７月）

・技術点に「品質等確
実点」を導入
・事後審査（簡易Ⅱ
型）対象工事の範囲を
拡大

・総合評価落札方式の
建設工事における評価
項目の拡充
・土木コンサルタント
業務の県土整備部にお
ける総合評価落札方式
の試行
・建設工事関連業務委
託の県土整備部におけ
る県内業者優先指名競
争入札の試行

・建設工事における総
合評価落札方式の工事
成績評定の評価対象期
間の延長
・土木コンサルタント
業務における総合評価
の試行基準（価格点）
の一部改正（H25年5
月）

75.3 75.6 75.8 76.5 76.7 77.0 77.5 78.1

県機関（病院、企業
局）の一本化

贈賄、独禁法違反行
為、入札妨害及び談
合について期間延長

不当な情報提供要求が
あったと認められた場
合、指名停止とする。

違約金特約条項改正
（20％）

内部通報制度施行 山形県職員倫理規程
施行(Ｈ20年１月～)

公共調達スキルアッ
ププログラムの施行

・建設工事等の入札・
契約事務に関する不当
な情報提供等要求等対
応要領の整備

不当な情報要求対応要
領制定（H25年4月～）

82件 80件 80件 80件 80件 80件 80件 80件

8 2 4 0 4 3 3 1

4,928 4,220 3,819 3,896 3,346 3,375 3,576 4,637

5,408 5,184 5,115 5,083 4,940 4,783 4,720 4,728

57 53 49 36 26 16 17 12

92.5% 90.2% 90.8% 98.4% 96.9% 94.9% 97.9% 98.5%

88.2% 86.7% 88.7% 91.3% 90.4% 92.5% 94.5% 95.4%

88.5% 86.8% 88.7% 91.4% 90.4% 92.5% 94.5% 95.4%
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平成26年度 平成27年度

H26.06改正品確法、改
正建設業法、改正入契
法施行

発注関係事務の運用に
関する指針

事後公表の試行継続
（H26年4月～）

原則事後公表の暫定実
施（H27年7月～）

業務委託の発注見通し
の公表を試行（H27年4
月～）

業務委託における低入
札価格調査対象設計金
額の引上げ（H26年5月
～）

業務委託における低入
札価格調査対象設計金
額の引上げ（H27年10
月～県土整備部試行）

386 322

7 1

1.8% 0.3%

・建設工事における総
合評価落札方式の工事
成績評定の評価対象機
関の拡大（H26周知、
H27～）
・県との災害協定に基
づく活動実績の評価見
直し

・若手技術者育成モデ
ル工事の試行（H27年7
月～）
・予定価格の見積り活
用方式の試行（H27年5
月～）
・業務委託の総合評価
の試行対象業務を拡大
（H27年7月～）

78.9 79.4

60件 55件

2 1

4,479 4,384

4,755 4,747

12 10

98.9% 94.5%

95.8% 94.6%

95.8% 94.6%

21
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第２部 物品及び役務等の調達関係 

第１章 物品及び役務等の調達における入札・契約制度の運用状況 

 

１ 物品関係 

（１）契約の方法 

１件の予定価格が１６０万円を超える物品については、原則として一般競争入札（条件

付）により調達している。 

予定価格１６０万円以下の物品については、原則として、本庁及び総合支庁は山形県物

品電子調達システムによる見積合せにより調達しており、山形県物品電子調達システムが

導入されていないその他の公所は、文書による見積合せにより調達している。 

 

（２）平成２７年度における入札・契約の実施状況 

１件の予定価格が１６０万円を超える物品について、調達方法の種類別でみると、件数

で競争入札による調達が４０．９％、随意契約による調達が５９．１％となっている。ま

た、前年度と比較すると、総件数が増加している中にあって、「随意契約によるもの（複

数者）」の件数が減少し、「競争入札によるもの」と「随意契約によるもの（１者）」の件

数が増加している。 

これは、「随意契約によるもの（複数者）」として、この件数の大半を占める医薬品の調

達件数が契約方法の変更に伴い減少したことに対し、「競争入札によるもの」として、山

形県立東桜学館中学校・高等学校開校や山形県立こども医療療育センター新医療棟開設等

に伴う機械・器具の調達件数が増加したことや、「随意契約によるもの（１者）」として医

薬品の調達件数が増加したことによるものである。（表－1） 

なお、「随意契約によるもの（１者）」については、医薬品のほか、特定の物品の国内唯

一の販売店等からの購入や製造業者からの直接購入によるもの等となっている。 

 

表－１ 予定価格１６０万円超の物品調達件数の年度別推移 

（単位：件、％） 

             年度 

調達方法 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 増減(27－26) 

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 

競争入札によるもの 279 38.4 205 31.2 318 40.9 113 

随意契約によるもの 
複数者 362 49.9 387 58.8 348 44.7 ▲39 

１ 者 85 11.7 66 10.0 112 14.4 46 

 小 計 447 61.6 453 68.8 460 59.1 7 

合  計 726 100.0 658 100.0 778 100.0 120 
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２ 印刷物関係 

（１）契約の方法 

１件の予定価格が２５０万円を超える印刷物については、原則として一般競争入札（条

件付）により調達している。 

予定価格２５０万円以下の印刷物については、物品と同様に、原則として、本庁及び総

合支庁は山形県物品電子調達システムによる見積合せにより調達しており、山形県物品電

子調達システムが導入されていないその他の公所は、文書による見積合せにより調達して

いる。 

   また、契約の適正な履行を確保するため、平成２２年度から、会計局会計課が発注する

予定価格が５０万円を超えるもの（ＷＴＯ案件を除く。）を対象に最低制限価格等を設定

し、平成２４年度からは設定対象金額を３０万円以上に引き下げた。 

 

（２）平成２７年度における入札・契約の実施状況 

１件の予定価格が２５０万円を超える印刷物の製造請負について、調達方法の種類別で

みると、件数で競争入札による調達が７５．０％、随意契約による調達が２５．０％とな

っている。（表－２）  

なお、「随意契約によるもの（１者）」は、原版所有、試験問題等の印刷、障がい者就労

施設との契約となっている。 

 

表－２ 予定価格２５０万円超の印刷物製造請負件数の年度別推移 

                                             （単位：件、％） 

                年度 

調達方法 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 増減(27－26) 

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 

競争入札によるもの 10 71.4 10 55.5 12 75.0 2 

随意契約によるもの 

複数者 1 7.1 1 5.6 0 0 ▲1 

１ 者 3 21.5 7 38.9 4 25.0 ▲3 

小 計 4 28.6 8 44.5 4 25.0 ▲4 

合  計 14 100.0 18 100.0 16 100.0 ▲2 

  

また、印刷物に係る最低制限価格等の設定状況については、平成２７年度の設定件数は

８２件、うち失格件数は２５件となっている。（表－３） 

 

表－３  印刷物の最低制限価格等設定状況 

                                               （単位：件） 

 

 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

設定件数 うち失格 設定件数 うち失格 設定件数 うち失格 

総価契約 55 9 48 11 66 25 

単価契約 12 0 13 2 16 0 

合  計  67 9 61 13 82 25 

※設定対象金額は、予定価格30万円以上（ただし、ＷＴＯ案件は除く） 
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３ 業務委託関係 

（１）契約の方法 

   １件の予定価格が１００万円を超える業務委託については、原則として競争入札（指名

競争入札又は一般競争入札）としているが、「建物等の保守・管理・運営」及び「廃棄物

処理」のうち１２業務については、平成２０年度から、原則として一般競争入札（条件付）

により調達している。 

   また、平成２２年度から、過度な低価格入札による品質の悪化を防ぐため、１件の設計

金額が７００万円以上の役務の調達に係る低入札価格調査制度の適用を、それまでの３業

務から１３業務に拡大した。 

   なお、予定価格１００万円以下の業務委託については、主に随意契約で行っている。 

 

（２）平成２７年度における入札・契約の実施状況 

１件の予定価格が１００万円を超える業務委託は、前年度と比較すると総件数がやや増

加しており、「競争入札によるもの」と「随意契約によるもの（１者）」、いずれも件数が

やや増加している。 

これは、「競争入札によるもの」として、長期継続契約の期間終了に伴う庁舎等保守管

理業務等の調達や新規のシステム開発等の調達件数が増加したことによるものであり、

「随意契約によるもの（１者）」として、機械・機器の修理や生活困窮支援・相談等の調

達件数が増加したことによるものである。（表－４） 

また、業務委託の契約金額の分布をみると、１件の契約金額が５００万円未満のものが

全体の約７割を占め、うち比較的少額な３００万円未満の業務委託が全体の４割を超えて

いる。 

なお、契約金額が２，７００万円以上の業務委託は、ふるさと山形四季旅事業、山形県

立病院医事事務、山形県ドクターヘリ運航業務等が主なものである。（表－５） 

 

表－４ 予定価格１００万円超の業務委託件数の年度別推移 

                                             （単位：件、％） 

              年度 

調達方法 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 増減(27－26) 

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 

競争入札によるもの 273 27.3 234 32.0 285 33.6 51 

随意契約によるもの（１者） 727 72.7 497 68.0 564 66.4 67 

合  計 1,000 100.0 731 100.0 849 100.0 118 

  

表－５ 業務委託の契約金額の分布 

（平成27年4月～平成28年3月、単位：件、％） 

   契約金額 

件数等 

合 計 500万円未満 500万円以上 

2,700万円未満 

2,700万円以上 

 うち 300 万円 
未満 

件 数 849 571 345 228 50 

構成比 100.0 67.2 40.6 26.9 5.9 

参考： 

前年度 

件 数 731 466 309 214 51 

構成比 100.0 63.7 42.3 29.3 7.0 

※１ 予定価格が100万円を超えるものについて掲載 

※２ 平成27年度における政府調達に関する協定（ＷＴＯ）の適用基準額は2,700万円以上（うち特定役

務がＷＴＯ適用対象）  
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１件の予定価格が１００万円を超える業務委託について、調達方法の種類別でみると、件

数で「競争入札によるもの」が３３．６％、「随意契約によるもの（１者）」が６６．４％と

なっている。（表－４、表－６） 
随意契約（１者）の理由としては、品質確保のため設置・施工・開発業者への委託（設備

等の運行・点検・修理、情報通信・コンピュータ関連のシステム運用保守など）や企画競争

によって相手方を選ぶプロポーザル方式において選定した者への委託（企画・製作など）等

によるものである。（表－６） 

 
表－６ 業務委託の分類別の件数 

（平成27年4月～平成28年3月、単位：件、％） 

   調達方法 
大分類 合計 

競争入札による契約 随意契約 
（１者）に

よる契約 
小計 

うち一般 
競争入札 

うち指名 
競争入札 

1 建物等の保守・ 管理・運営 123 104 94 10 19

2 廃棄物処理 26 14 14 0 12

3 設備等の運行・点検・修理 107 31 17 14 76

4 調査・研究 56 30 4 26 26

5 情報通信・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ関連 95 31 25 6 64

6 企画・製作 35 5 4 1 30

7 運送・旅行 7 5 3 2 2

8 その他 400 65 29 36 335

合 計 849 285 190 95 564

構成比 100.0 33.6 22.4 11.2 66.4

参考 
平成26年度 731 234 154 80 497

平成25年度 1,000 273 152 121 727

※予定価格が100万円を超えるものについて掲載 

 

業務委託に係る低入札価格調査制度の運用状況については、平成２７年度における１件の

設計金額が７００万円以上の制度対象件数は２７件、うち調査の対象件数は４件となってい

るが、失格者は生じていない。（表－７）（表－８） 

 

表－７ 業務委託の低入札価格調査制度運用状況 

                                             （単位：件） 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

制度対象 制度対象 制度対象 

 
うち調査対象  うち調査対象  うち調査対象 

 うち失格  うち失格  うち失格

26 1 0 23 6 0 27 4 0 
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（参考）業務委託の種類 

業務委託については、便宜上、大分類で８種目、小分類で４９種目に区分整理している。 

 

表－８ 業務委託の分類 
  

大分類 小分類 
一般競争入札 

（条件付） 
対象業務 

低入札価格 
調査制度 
対象業務 

番号 種目 番号 種目 H20～ H16～ H22～ 

1 
 
建物等の保守・ 
管理・運営 

1 建物清掃 ○ ○ ○ 

 
2 浄化槽・貯水槽の清掃・保守 ○ 

 
○ 

 
3 警備 ○ ○ ○ 

 
 4 空調設備保守 ○ 

 
○ 

 
 5 自家用電気工作物保守 ○ 

 
○ 

 
 6 電気設備保守 

  
 

 
 7 通信施設設備保守 

  
 

 
 8 エレベーター・自動ドア保守 

  
 

 
 9 消防防災設備保守 ○ 

 
○ 

 
 10 施設設備の管理 ○ 

 
○ 

 
 11 受付・電話交換業務 ○ 

 
○ 

 
 12 ねずみ昆虫駆除 ○ 

 
○ 

 
 13 環境測定 ○ 

 
○ 

2 廃棄物処理 1 廃棄物収集・運搬・処分 ○ 
 

○ 

  
2 その他 ○ 

 
○ 

3 設備等の運行・ 
点検・修理 

1 自動車・船舶・航空機等 
  

 

 
2 機械・機器・金属製品 

  
 

  
3 設備（庁舎等以外） 

  
 

  
4 楽器、音響、照明等 

  
 

4 
 
調査・研究 1 調査・分析 

  
 

  
2 研究 

  
 

  
3 検査・測定 

  
 

5 情報通信・ 
コンピュータ関連 

1 システムの設計・開発 
 

○ ○ 

 
2 システムの運用保守 

  
 

  
3 データ処理 

  
 

  
4 データ・情報提供 

  
 

  
5 データのオペレーション 

  
 

  
6 コンピュータの保守管理 

  
 

  
7 その他 

  
 

6 
 
企画・製作 1 物品・看板 

  
 

  
2 映画・ビデオ 

  
 

  
3 写真・製図 

  
 

  
4 広告・広報 

  
 

  
5 イベント等の企画・運営 

  
 

  
6 デザイン企画 

  
 

  
7 ホームページ作成 

  
 

7 
 
運送・旅行 1 旅客運送 

  
 

  
2 貨物運送 

  
 

  
3 旅行 

  
 

8 
 
その他 1 クリーニング 

  
 

  
2 医事 

  
 

  
3 検体検査 

  
 

  
4 給食 

  
 

  
5 環境保護 

  
 

  
6 施設の管理運営業務 

  
 

  
7 研修・講習・訓練等の実施 

  
 

  
8 保険 

  
 

  
9 監査・コンサルティング 

  
 

  
10 その他 

  
 

8種目 49種目 12業務 
3 

業務 

13 

業務 
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第２章 地元調達運動の取組み 

平成２１年１２月に決定した「物品調達等に係る地元企業への受注機会の拡大等に関する

方針」に基づき、「地元で調達できるものは地元で購入する」ことを基本に、品質と競争性

等の確保にも留意しながら、地元企業の受注拡大等に配慮した取組みを平成２２年度から実

施している。 

  主な取組み内容としては、予定価格１０万円以下の物品購入、２５０万円以下の印刷物の

製造請負及び１００万円以下の業務委託については、地元調達率９５％以上を数値目標とし

て、地元企業への発注に努めている。 

  なお、平成２６年度から、物品購入の対象金額を５万円未満から１０万円以下に、印刷物

製造請負の対象金額を５０万円以下から２５０万円以下に引き上げている。 

 

平成２７年度については、引き続き地元調達率９５％以上を数値目標として取組みを実施

し、地元調達率は、件数で、物品購入において９５．９％、印刷物の製造請負において９９．

７％、業務委託において９９．４％となっており、いずれも目標を達成している。（表－９） 

 

表－９  地元調達の実施状況 

区 分 
対象金額 

（予定価格） 
実施機関 

地元調達率 

 平成25年度  平成26年度  平成27年度 

物  品 10万円以下 全所属   95.9%   95.9%   95.9% 

印 刷 物 250万円以下 全所属   99.9%   99.8%   99.7% 

業務委託 100万円以下 全所属   98.5%   98.6%   99.4% 

※１ 県内企業からの調達が困難なもの及び病院事業局発注分を除く。 

※２ 平成25年度までの対象金額は、物品が5万円未満、印刷物が50万円以下。 

※３ 調査対象期間は、各年度4月～12月。 

 

平成２８年度の取組みとして、これまでと同様、地元調達率９５％以上を数値目標とする

とともに、評価・検証を行いながら、各所属とも地元調達率１００％達成に向けて、所属長

及び職員一人ひとりが地元企業の受注機会の拡大の取組みと県産品愛用運動を推進する。 

  具体的には、予算主管課においては、公所で調達できると考えられるものについて、予算

配当替えを行うことにより公所での地元調達に配慮するとともに、発注担当課においては、

物品等の納入について、できる限り十分な納入期間を設定することにより地元企業の見積合

せへの参入の機会を確保するよう努めていく。 
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第３部 山形県公共調達評議委員会の開催 

 
１ 平成２７年度第１回山形県公共調達評議委員会審議事項の概要 
 

１ 開催日時：平成27年８月４日（火）10:30～12:00 

２ 会  場：山形県庁  1001会議室 

３ 出 席 者：委 員   五十嵐委員、楠委員、澁谷委員、遠藤委員、新井野委員 

今井委員、髙橋委員 

県・事務局 上坂県土整備部長、青柳会計管理者など21名 

４ 議  事： (1) 建設工事等に係る入札契約制度改善の取組みについて 

        (2) 物品調達等に係る入札契約制度改善の取組みについて 

(3) その他 

５ 審議経過 

主な質問、意見等は以下のとおり。 

 

 （１）建設工事等に係る入札契約制度改善の取組みについて 

・公共調達に係る入札契約制度に関する報告書の概要    

・平成２７年度における改善の取組み          

委員 

 

 

: 改善されているなという感じを受ける。非常に前向きにやって

いると評価したい。 

ただ、設計労務単価の格差が拡大しているというのが気になる。

特に隣県との格差ということになると本県にとっても大きな課

題。若手の労働者が流出する可能性も大きいだろう。何か格差を

縮める方法を見出すことが非常に大事。 

併せて、今年から土木エンジニアリング科が県立産業技術短期

大学に設置される。非常に前向きないい政策だと思うが、この学

生も技術を習得したあかつきには、県内に残らず労務単価の高い

県外へ行くようなことになると、なんとなく割り切れないような

感じがする。 

県 

 

:

 

設計労務単価の格差の問題だが、ご存知のように東日本大震災

の関係で、隣県特に宮城県、福島県などにおいて震災関連の業務

量が多く、人手不足から労務単価が底上げされてきている。 

実際本県からも技術者が隣県へ流れていることは、設計労務単

価からも推し量れるのかなと思う。部長から、国交省へ直接本県

の実態を説明してもらい、国交省からもある一定程度の理解は得

られていると思うが、設計労務単価は実勢単価に基づいているこ

とから、労務単価をそのまま賃金として支払っていただき、それ

を労務単価の調査に反映していただくというのも重要なことと考
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える。隣接県との格差を一挙に縮めるのはなかなか難しいと思う

が、例えば南東北３県くらいでも同じような状況になるよう、政

策提案の活動もしている。ご理解をいただきたい。 

産業技術短期大学校に関しては、県内の高校生が技術系・土木

系への進学を希望する際、本当は地元に残りたいという希望も多

いと聞いている。ただ、進学先がないので隣県等に行かざるを得

ない。本県だけ土木系の学ぶところが無いという現実があり、そ

のまま他県へ就職しまうという状況があったのだろう。ただ、学

生さんの中には、山形県に戻りたい、残りたいという意識は強い

と聞いており、本県にそういった学校が出来れば、相当程度の学

生さんに残っていただけるのではないかと考えている。 

委員 

 

: これから注視していきたい。ここと関係ないが、医療大学とか、

保育士の問題とか、山形で資格を取られて、就職する時は県外。

そういうことが現実的に起きている。これもどういう方法がある

のか。 

もう１点、去年の入札不調は減って118件。8.6%。前年度より

減少したが、この不調の最たる原因は何か。 

県 

 

 

 

 

 

 

: 入札不調になるケースは、どうしても現場が遠いとか、簡単に

いうと業者さんが儲かる仕事ではないと思っている場合が考えら

れる。 

 労務単価もそうだが、隣県で発注量が増えたことによる技術者

不足もあり、なかなか入札に参加出来る状況でないこともあった

のだろう。ましてや、利益が生める工事にまず応札したいという

ことから、どうしても現場が山の中であるようなものについて、

入札に参加いただけない状況があると考える。 

 ただ、そのような中でも県内業者さんにいろいろとご協力いた

だき、このように入札不調の件数は減ってきていると考えている。 

委員 

 

: やはり人手不足というのは今抱えている難題かと思う。これに

対する対応なども敏感にされていると思うが、さらにきめ細やか

に、入札不調が出来るだけ少なくなるような対応を考えていただ

きたい。 

委員長  他の委員からも業者さんの実態も踏まえてご意見あればお願い

したい。 

委員  かなりいろいろな問題ある。今、設計労務単価の話題があった

が、先日国交省との意見交換会において、高齢化社会で公共事業

を担当する業界から将来若手がいなくなるだろうではなく、もう

間違いなくいなくなるという、最大の危機感を持った話があった。 

県ではどのようにとらえているのか。 



 30

県 

 

 

 

 

 

: 若い方が減ってきているのは現実。人口減少も踏まえ、今年度

も若手技術者育成モデル工事の制定等様々な施策に取り組んでい

る。 

建設業者さんが無くなるのは地域の崩壊につながると思ってお

り、若手の方の確保は非常に重要と考えている。これから効果を

検証しなければならないが、本年度からも様々な事業に取り組ん

できているところ。 

委員 

 

: 先日の国交省の会議の中でも様々な話が出たが、将来的に人口

減少していくのは間違いない。そんな中、今現在、若い人がとに

かくこの業界に魅力を感じなくなった。なぜなのか。 

やはり、他の業種をみても、完全週休二日制、残業や深夜作業

はほとんど無い。だから、建設業界も他業種と同じような待遇で

なければ魅力を感じない。特殊作業や災害復旧等の緊急時を除い

た通常時において、他産業と同じような待遇でなければ、若い人

は集まらない。ただ、いくら他の産業と同じ条件にしても、働く

場所の条件がまるで違う。屋外作業中心で冷暖房が効いた部屋の

中とは違う。それを超えて魅力あるものにするにはどうすればよ

いのか。 

県で今必死にやろうとしているのは技術者の問題。現場で直接

働く作業員の方々、炎天下でこういう作業をし、そして何よりも

収入が一番低い。だから先ほどの設計労務単価の格差、なぜ山形

県が低いのか。太平洋側と日本海側でかなりの差がある。しかも

東京と比較すれば、とんでもない差がある。これは、国が一極集

中の政策をやっている影響ではないか。 

これから人口が一極集中する。山形県の人口減少も極めて話題

になっているが、やはり収入の多い所に人は流れるのは当たり前。 

自然減少と人口流出、この二つの問題。ただ、自然減少よりも

人口流出の方が山形県の場合多いのはなぜか。やはり収入の問題

ではないか。普通作業員の設計労務単価をみると、東京は平成９

年 15,900 円。それが今、19,200 円。120％まで戻っている。宮城

県は 19,000 円だったのが 16,400 円、86.3％まで戻っている。山

形県は平成 11 年、20,000 円だったが、今現在 14,700 円。まだ

73.5%までしか戻っていない。なぜこういう結果になるのか。こ

れから先、この問題を解決しない限り、公共事業のなり手という

か、働く方々がいなくなる。すぐ目の前に迫っている。現場の労

災事故の関係を調べると、高齢者が事故の 8 割、9 割になってい

る。もうあと、本当に 10 年以内にはなくなってしまう。若手の

作業員が誰も入っていない。 
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今年は、平年気温より３．７℃高いそうだ。炎天下作業におけ

る熱中症対策ということで、各社いろんな工夫をやっている。救

急搬送や死亡事故が、いつ何時起こるかわからない。県では、工

期をどのように考えているのか。 

あまりにも炎天下で労働条件が厳しい時は、作業を中止し休み

にしなければならないという事態も起きている。そこを踏まえて

工期設定も考えていただきたい。これからの安心安全、県民のた

めに作業に従事される若い方々が増えるように、適切な政策をよ

ろしくお願いしたい。県自体としてもやり得る取り組みはあるは

ず。本当に建設業界には若い人がいない。今、あらゆる業界で若

い人が一番多いのは公務員でないのか。よろしくお願いしたい。 

委員長 : 国策にも関わって、国の在り方にもつながる大きな問題に行き

つくのではないかと思う。政治に携わる人によく考えていただき

たい気もするが、県でもやれることがあるとすればどういうこと

をやっていくのか。 

県  今の委員からのお話、非常に重要な問題だと考えている。 

やはり、若者に来てもらえるような職場にしなければならない

というのは本当に切実な問題。今回、担い手３法というように、

まさに若い担い手をどうこれから呼び戻すかというための法律改

正だと思っている。 

やはり一番大事な労務単価の問題については、本省に行った時

に、隣接県との格差が入札不調の理由の一つにもなっているとい

うことを具体的に申し上げて、強く要請してきている。 

ただ、労務単価を上げるためには、業界の方で賃金にきっちり

反映していただくことが、大きな両輪の一つと考えている。 

そこは官民両方を挙げてやっていく必要があるのではないか。 

週休二日制の問題については、議論する中で、業界からは実は

様々なご意見がある。週休二日にして欲しいという意見がある一

方、集中的に働きたいということで土日も働いて収入を得たいと

いう意見もあると聞いている。そこは建設会社さんのご理解とご

協力のもと、どういう形がいいのかをこれからご相談していきた

い。 

現実に即した解決策を考えていくことが必要だと思っているの

で、今後とも意見交換をよろしくお願いしたい。 

委員 

 

: 今、話があったが、現在の設定単価で14,700円。落札率掛けれ

ば13,900円。それに自己負担の社会保険料を差し引けば、手取り

いくらだと思うか。週休2日、週40時間、年間245日で考えて平均

年収270万～280万くらいにしかならない。それが現実。他の公共
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作業と比べれば、建設業の作業員の方の収入はべらぼうに低い。

だから、結局週４０時間を越えて働きたい。そうでないと収入が

得られないということ。ぜひ検討してほしい。 

県 : お互い賃金を上げる努力を一緒にやっていくことが必要。 

委員 

 

: 陳情等も相当行っている。やっとここまで上がった、40％大幅

アップと書いてあるが、全然大幅などというものではない。まだ

戻っていないということ。 

委員長 

 

: ご意見ということでよろしいか。他の委員の方でご質問、ご意

見があれば。 

委員 

 

:

 

総合評価落札方式の拡大で、今年度から測量、地質、補償コン

サルまで拡大する予定とあるが、測量業務だけをとってみると総

合評価は難しいと思う。 

測量法に基づいて作業するわけだから、総合評価をどう評価す

るかという部分が問題。土木設計業務と併せ測量業務を一緒に総

合評価の入札方式に出来ないか。 

それから、今年から発注見通しを公表していただいているが、

件数があまりにも少なすぎて、予想される効果の受注計画を立て

ることが出来ない現状だと思う。１千万以上という形で限られて

いるので、１千万前後くらいにしてはどうか。 

また、出ている総合支庁と出ていない総合支庁があり、今年度

ではこの検証は出来ないのかなと思う。建設コンサルタント業界

は夏場しか働くことが出来ない訳で、発注が６月以降７月になる

とほとんど半年ぐらいしか現場で働くことは出来ない。冬場は設

計等を行っているが、県外に出ていく会社も多いし、なかなか若

い人が集まらないという現実もある。 

半年間で１年分を稼ぐということは当然休みも少なく残業もあ

るということで、労働環境は厳しい業界だ。そのあたりも踏まえ、

早期発注、平準化という形の計画をお願いしたい。 

県 :

 

まず、総合評価については、どの部分を評価していくのかとい

う点に関して、工事と違いなかなか難しいところがある。現在試

行という形で進めているため、今後試行の効果等を踏まえながら

検討を進めていきたい。 

発注見通し公表だが、現在１千万以上の業務委託について行っ

ているが、現実は１千万以上の案件数は非常に少ない。今後、拡

大していきたいと考えているが、業務委託の発注の形態は、一般

競争入札ではなく指名競争入札が多い状況で、工事と違い受注計

画を受注者側でうまく立てられないという部分が大きな障害と考

えている。発注の平準化と併せ、大きな課題として取組んでいき
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たい。１千万については今後、準備が出来次第下げていくような

方向で考えたい。 

県 :

 

発注見通しについては、今年度からの試行開始にあたり、可能

な限り公表という形で始めた影響もあって件数が少ないと考えて

いる。まずは試行の検証をして、業界の声も聞きながら出来る限

り多くの発注見通しを公表出来るようにしていきたい。 

委員 :

 

測量試験費を工事費のように金額を出すということは難題と思

う。ただ、測量試験費の予算が今年はいくらかというのが全然見

えない。工事が多い年とか測量が多い年とか波があるから、大幅

な概算でも把握したいという業界のニーズがある。それも数字が

一人歩きする場合は危険だが、ある程度各社で年間の計画が立て

られるようご検討いただきたい。 

 

（２）物品調達等に係る入札契約制度改善の取組みについて 

    ・公共調達に係る入札契約制度に関する報告書の概要及び平成２７年度に 

おける改善の取組み 

委員 

 

: 品質確保の取組みについて、印刷物に最低制限価格を設定して

いることはわかるが、品質が確保されているかどうかはどの様に

確認しているのか。 

県 

 

: 印刷物の品質確保については、印刷物を発注し、納品後、検査

を行なう。その検査の中で、例えば落丁や誤字脱字が無いかをチ

ェックする。 

最低制限価格と品質確保の関係については、仮に最低制限価格

がないとすると、競争の結果、安ければ安いほど県にとっては良

いが、極端なケースでは、昔、１円入札ということもあり、低価

格で落札すると、企業としても長続きはしないということになる。

その企業はどこかで元を取ろうとするから、どうしても製品のチ

ェック体制が甘くなって、誤字などが多くなってくることがある。

担当課でも納品された印刷物をすぐ使わなければならない場合が

あり、納期ギリギリでの納品時に乱丁があることが分かると、職

員自身が直さなければならないということもある。ある程度、企

業が成り立つ価格を設定して、最低制限価格以上の価格であれば

適正な仕事、品質が確保出来るという考え方から、３０万円以上

の印刷物発注を対象に最低制限価格制度を導入、実施している。 

委員 

 

: 業務委託について、確か３千万円以上がWTOの対象だったと思

うが、WTOは地元調達に持っていきにくいという説明を以前から

聞いていた。 

今日の説明では、地元調達が進んでいるとのことだが、この
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WTOもクリアしたということか。現状はどうなっているのか。 

県 : 委員ご指摘のとおり、2700万円以上がWTO対象となる。それよ

り金額が下回った場合だと、今回のように良い結果が出ているが、

2700万円以上のWTO対象となると、条約によるものなので、例え

ば地元調達の要件を入れることが出来ない。よって、金額の張る

ものは、どうしても価格競争となる。 

委員 : 清掃業務とか、他のいろんな業務も、恐らく県外の遠くから来

てそれをやろうということは少ないのではないか。県外本社の企

業が取っても、働く人は皆、地元の人だと思う。そういう意味で

は、やはり地元の企業が地元の方々の働く場所を作る、特に寡婦

とか母子家庭とかそういう方々が確か優遇されているというの

は、県として働く場所を提供していくという面で、非常に良いこ

とだと思う。是非、地元調達をこれからもしっかりと対応してい

ただくよう要望する。 

県 : 地元企業の方が何かあったときの対応が早いといったこともあ

るので、発注側にも当然プラスになる。いろいろな方策も考えな

がら地元調達を推進していきたい。 

委員 : 業務委託に関して、価格の失格基準はあるか。 

県 : 予定価格700万円以上のものについては、低入札価格調査制度

がある。 

委員 : 低入札価格調査制度は調査をクリアすれば、いくら低価格でも

契約するということか。 

県 : そうです。 

委員 : ここに問題がある。清掃作業とかの業務委託というのは人件費

が大きい。ところが、あまりにも低賃金のために公契約条例を制

定する自治体が増えてきている。県の条例で最低賃金を決めよう

ということ。しかも、清掃等の業務委託だけでなく、建設工事、

公共事業にまでこれを広げようとしている。だから、業務委託に

も、低入札価格調査制度ではなく、建設工事と同じように最低制

限価格制度を設けてもらわないと全てに公契約条例を制定しよう

とする自治体がますます増えるのではないか。公契約条例の制定

ではなく、最低制限価格制度の導入をよく考えていただきたい。 

委員長 : 公契約条例について、県の状況も併せてご説明いただきたい。 
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県 : まず、低賃金の問題について、県では人件費についてはある程

度見て、予定価格を設定しているので、その価格で業務をやって

いただけるのであれば低賃金とはならないが、業務委託において

金額的に過度な競争がある場合、あるいは全国的に競争すること

になる WTO 案件の場合に、低賃金の問題が発生してくると聞い

ている。 

仮に、最低賃金を下回ることがあれば、契約は出来ない、とい

うことも考えている。もちろん最低賃金でいいのかという議論は

あるが、最低限そこはクリアしていき、生活出来る賃金という面

にも意を用いていかなければならないと考えている。 

あるいは、今年から実施している総合評価一般競争入札におい

て、賃金の部分はなかなか条件には付せないが、例えば前にも委

員からご指摘いただいた、社会保険の加入について総合評価で差

別化を図ることも考えている。出来るだけ働く人が普通に生活で

きる条件となるよう考えていきたい。 

公契約条例については、なかなか難しいものと思っている。現

段階では公契約条例制定の検討はしていない。総合評価の方で低

賃金の問題をクリアしていきたいと考えている。 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県  

 

委員 

: 山形市で公契約条例を制定しようとし、１年かけて各委員会で

検討した結果、本会議で否決になったが、全国では４、５箇所の

市町で公契約条例を制定している。物品関係や業務委託の労務費

関係をあまりにも安い金額で契約しようとしている自治体の契約

を条例制定により抑えようとしている。 

入札で工事と同じように低入札価格調査制度の基準価格、最低

制限価格を設ければそういうことは起きない。入札制度を変えら

れないのか。国の関係などの理由で県だけでは制度を決められな

いのか、それとも県だけで制度を設けられるのか。 

 

県だけで決めることができる。 

 

県で決めれば、市町村も追随すると思う。市長さんとも話した

が、「県では決まってない、だからいいんだ」という話で、それで

はいつまで経ってもダメだ。働く方の賃金が上がってこない。 

委員長 : ご意見としてお伺いしてよいか。全体的なことに関して何かあ

れば。 

委員 : 県の公共調達の予算が、今年度はずいぶん対前年度よりも減る

ようだ。県に限らず全部だが。今、落札率が 95%だからいいとい

うが、そうではない。仕事の量があれば 95%だが、だんだん仕事
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が減ってくればまたダンピングが始まってくる。そういうことで、

調査基準価格の引き上げをお願いする。 

入札制度において、総合評価の入札方式と県でやっている価格

競争、だいたい入札件数は半々。だから県の方の最低制限価格方

式、これをまず減らして総合評価方式をどんどん増やしていただ

きたい。これから予算が増える見込みはなく、また減っていくと

いう中で、今のような落札率を維持できるかどうか。またダンピ

ングの世界に戻るのではないか。だから調査基準価格の引き上げ

をお願いしたい。 

委員 : 委員会の対象外になるかもしれないが、指定管理者制度におい

て、指定管理者が決まった後、それが下請けに出されると、低入

札価格制度とかが反映されないのではないか。これは、県土整備

部や農林水産部だけの問題ではないので、この場で議論すべきか

どうかだが、当委員会で、指定管理者における入札の制度等々が

どうあるべきかという検討をすることは全く該当外と判断してよ

いか伺いたい。 

県 : 公共調達に係るものについては、この委員会で議論するという

ことになっている。委員からの提案については総務部の所管にな

るかと思うので、総務部とも打合せをしながら次回まで検討した

い。 

委員 : ここで議論していいのかどうかを含めて考え方等々、もし該当

するとすればこの次あたりに議論する機会があればありがたい。 

県 : 公共調達基本条例等も鑑み、また各委員に説明したい。 

委員 : 先ほど、担い手確保の問題があった。地元の若い人たちをどう

育てていくか、要はどうインセンティブを与えていくか。地元の

学校を出た若い人を採用した企業に総合評価とか有利な形で受注

してもらうとか。そうしないとそもそも雇うだけの余裕が出来な

くなってしまう。全体考えたときにそういうインセンティブをど

う考えていくのか。担い手確保３法の改正があって、品確法の趣

旨も、総合評価等で若い人たちをどう取り込んでいくか、そうい

う内容になっている。 

先ほどあった産業技術短期大学、それは県でやっているわけで、

まずは県でやっているものであれば県の方針として、総合評価も

その中にどう取り込んでいくのか。重点的にそこに利益を配分し

ていくということも必要だと考える。仕組みづくりは難しいと思

うが、インセンティブが大事だろう。 
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委員 : TPP や WTO 等の契約の関係において、今後 TPP が締結にな

って、業務委託についても WTO より金額が下がるという話も聞

いている。今後の影響がどうなるのか、次回でもご指導願いたい。 

県 : TPP で議論になっているのは WTO 金額以下ですと FTA のもの

が主体ではないか。TPP が成立すると、半分とか三分の一の額に

なる可能性もあると言われているようだ。当然地元発注に影響が

出るので、今後注視していかなければならない。ただ、まだ詳し

く公表されていないため、今後調査し回答したい。 

 

以上 
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２ 平成２７年度第２回山形県公共調達評議委員会審議事項の概要 
 

１ 開催日時：平成28年２月１２日（金）13:15～15:15 

２ 会  場：あこや会館 ホール 

３ 出 席 者：委 員   五十嵐委員、楠委員、澁谷委員、遠藤委員、新井野委員 

今井委員、髙橋委員 

県・事務局 上坂県土整備部長、青柳会計管理者など18名 

４ 議  事： (1) 平成２７年度における主な入札契約制度改善の取組み結果について 

        (2) 平成２８年度における主な入札契約制度改善の取組みについて 

(3) 物品調達等に係る入札契約制度改善の取組みについて 

(4) 指定管理者制度について 

(5) その他 

５ 審議経過 

(1) 平成２７年度における主な入札契約制度改善の取組み結果について        

委員 :

 

①の若手技術者育成モデル工事の試行に関して、28年度以降

も引き続き試行件数を拡大し継続実施としているが、他県では、

国土交通省九州地方整備局などにおいて、女性の登用促進、育

成という視点から、若手技術者だけでなく女性技術者の配置に

ついても加点評価されている。この点について山形県では今後

どの様に考えるか。 

県 :

 

若手技術者育成モデル工事については、7 月から開始したば

かりであり、まずは来年度も引き続き実施したい。 

女性技術者の育成・確保に関しては、県内の女性技術者と女

子高校生の意見交換会などを実施していきたいと考えている。

また、今年度から実施中の大型免許取得支援について、若手技

術者に加え女性も対象とし、70 名の助成対象のうち 4 名の女性

について支援を行った。 

県としても、女性の進出については後押しをしていかなけれ

ばならないと考えている。 

委員 :

 

業務委託において、調査対象金額を段階的に引き上げた結果、

低入札調査は激減したとされ、引上げに伴う落札率については

影響ないとあるが、低入札調査が激減すれば落札率は上がるも

のと思われるがどうか。 

県 

 

:

 

低入札調査については、調査に該当したものが必ずしも失格

になるという訳ではなく、項目毎の失格基準を1項目も下回らな

い場合、結果として調査基準価格以下の落札額で落札される。

低入札基準については公表しており、本来、適正な利潤を確保

していただいたうえで落札していただくのが一番いいと考える
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が、実態としては業務委託については特に調査基準価格付近で

の落札が多かったようだ。今回、低入札調査件数も減少し、検

証件数もまだ少ないこともあって、引き上げによる落札率への

影響は見られなかった。 

委員 :

 

低入札調査をどのくらい厳格にやるかとか、あるいは実際失

格になる場合とか、内容によっても落札率への影響が考えられ

る。今後も、調査・分析を行っていただきたい。 

県 

 

:

 

業務委託の内容によっても、低い落札率となったり、高止ま

りしたりする。実施年度や、業務の種類によって対象案件数の

違いもあり、基準引上げの影響がすぐに落札率に現れるという

ことはなかったのかなと思う。ただ、低入札調査に該当する案

件が減少することでダンピング防止は図られているものと考え

ている。 

県 

 

:

 

補足すると、工事の低入札と業務委託の低入札には違いがあ

り、工事の場合は調査基準価格以下になると、総合評価で減点

され、失格となることが多いが、業務委託の低入札については、

しっかり調査をして品質が確保出来ないと判断される場合以外

は、基本的には落札となる。よって、低い落札率での受注が可

能といった面がある。本改正において、最低制限価格制度の範

囲が拡大され基準値を下回ったら即失格となるケースが増える

こととなる。 

 

(2) 平成２８年度における主な入札契約制度改善の取組みについて 

委員 :

 

建設工事の調査基準の引き上げについては感謝する。これま

で、再三にわたり要望してきたが、この度改定されるというこ

とで、我々の要望が少し汲み入れられたのかなという思い。 

89％から 90％に 1％上がるということだが、実際は一般管理

の率の上昇を勘案すると、逆に下がっている。 

今回88.62％ということなり、0.63％のアップ。隣県である新

潟県並みにお願いしたい。 

委員 :

 

業務委託の関係について、低入札調査基準を上げていただき

感謝する。この10％上乗せという基準は、低入札価格調査制度

に対してだけなのか、最低制限価格制度については率が公表さ

れていないが、こちらは現状どおりか確認したい。 

県 

 

:

 

最低制限価格については非公表とさせていただいている。ご

理解をいただきたい。 

委員 :

 

低入札価格調査制度の対象は、件数も少なく実際地元業者の

参加も非常に少ないと思われ、県内業者からしてみれば正直あ
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まり影響ないという認識だろう。最低制限価格の上昇が一番気

になるところ。平均落札率が87.6％とされているが、調査では

80％以下の落札が多く、低いものでは70％という最低制限価格

の場合もあり、どうしても発注量が減少すると、最低制限価格

付近での落札が増えるという現状がある。特に今年は業務量が

減少し、価格競争が激しくなっている。来年もそのことが危惧

される。担い手育成が叫ばれてきているが現実そこまで余裕が

ないという業者が多いのでそこを加味して欲しい。 

県 

 

:

 

技術者育成のための一般管理費等技術経費の部分についての

10％程度上乗せを考えており、適正な利潤が得られる形で受注

がなされればとの思いもあって改正を行なった。 

 

(3) 物品調達等に係る入札契約制度改善の取組みについて 

委員 :

 

資料3の平成25～27年度の取組み状況中、2地元調達率の表に

ついて、調査対象期間が4月から12月となっており、1月から3

月が入っていないのはどうしてか。通年でみないと正しい認識

にならないのではないか。 

県  かつては年間で調査していたが、年度末の 3 か月間について

は、次の年度初めの繁忙期に調査業務が重なるということがあ

り、事務効率化の観点から平成 25 年度以降は 4 月から 12 月ま

でのデータで検証している。1 月から 3 月までは、過去のデー

タによりほぼ同様の傾向であることが分かっており、問題なく

把握できるという認識でいる。 

 

(4) 指定管理者制度について 

委員 

 

 

 

 

 

 

: 指定管理者制度について初めて説明を受けたが、制度を導入

してから年数もだいぶ経過して非常に定着したかなという印

象。ただ、対象範囲が広くて、福祉施設などからあらゆるハー

ド的な管理まである。また、請け側のほうも株式会社やその他

多岐多彩に渡っているので、それぞれの施設によって受け止め

方はまた違うだろうと思う。一番危惧しているのは、公共調達

評議委員会で議論されている、最低制限価格とか労務単価の問

題。 

入札制度と違って、指定管理者が請負い、請負った指定管理

者が人を雇ったり、別会社へ委託をするという、いわば孫請け

のような形にもなるので、果たして労働単価のようなものが正

確に伝わって、守られていくのか。また、請け側の意見が反映
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されるのか。特に今回の公共調達評議委員会では、社会保険制

度への加入が義務化されたとういことだが、同じように、指定

管理者に請負われ労務に携わる方々が、そういう、最低制限価

格制度や社会保険制度によりしっかり守られているのかどう

か。その点検等はどのようになされるのか。 

県 : ガイドラインの10ページに、労働法令遵守などについて、指

定管理者の責務として適切な配慮がなされるよう協定書に明記

することとしているのに加え、先ほど資料4ページでお示しした

とおり、毎年度モニタリングを行い、きちんとした管理運営状

況であるかチェックしており、その結果も公表している。 

また、孫請けに出した場合の人件費について質問があったが、

指定管理者制度は請負いという形ではなく、指定管理者を希望

する者が、サービス形態等を提案し、その提案を審査して指定

するものとなっている。その提案の中で積算根拠の添付を求め、

孫請けさせる場合はその事も記載するよう求めているので、記

載事項に違反するようなことがあれば、指定管理者の責任とな

り次回の指定に影響することとなる。そういう面で実効性が担

保されていると考えている。 

委員 : 説明により、おおまかな部分は理解した。また気が付いたと

ころは改めてお聞きする。 

ただ、提案型とはいえ、予算上限が指定管理者に提示される

わけで、応募者に素晴らしい案があっても予算の範囲内となる

と限定された提案しか出来ないのではないか。各論になるとい

ろいろあるのではないかと個人的には感じている。 

一番大事なのは、最低制限価格制度が守られているのか、社

会保険制度加入がなされているのかなど、最終請負者が仕事の

出来る環境であること。予算と概要だけを示されてただそれに

合わせるしかないということもあるのではという懸念があるの

で、また説明をお聞きしたい。 

委員 

 

 

: 指定期間が3～5年となっており、管理経費の配点割合につい

て新規施設の場合は20～30％、継続施設の場合は10～20％とさ

れているが、新規施設とは指定機関が3～5年の場合が該当する

のか。 

県 

 

: これまで、直営なり業務委託であった施設が指定管理者制度

を新たに導入する場合が新規導入施設であり、施設の性格に応

じて3年ないし5年の指定期間としているもの。 

一般的に、新規導入施設では、管理経費が大きく削減される

傾向となるが、2回目以降の指定では、経費が下げ止まる傾向も
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見られる。指定期間3年、5年の施設双方に同じような傾向があ

る。 

委員 : 指定期間について、継続指定や再指定で同じ指定管理者のま

ま更新される割合はどの程度か 

県 : 前指定管理者と現在の指定管理者を記載している一覧表を参

照いただきたい。約８割が同じ指定管理者で更新されている。 

 

(5) その他 

委員 : 太平洋側と日本海側の経済格差が大きくなっている。設計労

務単価が２月１日から 15,800 円となった。平成 11 年当時、設

計労務単価は普通作業員で 20,000 円。それが、平成 23 年には

45％の減の 11,000 円。やっと今年、79％まで戻った。ただ、

太平洋側と日本海側の格差が依然としてある。太平洋側が今、

普通設計労務単価が 17,500 円。なぜ、日本海側がこんなに低い

のか。あまりにも格差が拡大しており、総収入から見ても製造

業よりも建設業のほうが山形県内では低い。社員と現場で働く

方々の平均値で、山形県では平成 23 年 315 万円。設計労務単

価が最近上がってきたため、平成 26 年度は 360 万円台まで戻

ったがこれでも製造業より低い。これでは建設業で働く人が集

まらない。 

建設業界は今、高齢化が深刻であり、県民の安全・安心を守

るため、若い方々にこの業界に入ってもらおうと盛んに PR し

ているが、やはり一番の問題点は収入。収入が多いほうに人は

流れる。山形県では人口流出が止まらない。単価は国で決める

事だが、県からもよろしくお願いしたい。 

 もうひとつが、公共投資の減少。対前年度比で国が 25％減、

県においては 47％減であり、来年度の当初予算も今年度当初予

算と代わり映えしない。今年度の補正予算も期待していたが

微々たる物であり、ダンピング入札がこれからまた増えるだろ

う。調査基準の見直しということで 1％ほど上げていただいた

が、更なる引き上げをよろしくお願いしたい。 

県 : 設計労務単価については、2 月から新たな単価を適用してい

る。確かに隣県、宮城県との単価の差については、上昇率は宮

城県よりも高かったものの、金額の幅が拡大したという状況。 

今年度においても、直接国土交通省に出向き格差是正の要望

を行ったところだが、格差が実質拡大しているので引き続き要

望していく。設計労務単価は上がっているが、結果として太平

洋側との格差が実質拡大していることについては、非常に危機
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感を持っているところであり、それをカバーするため落札率の

上昇という点で調査基準の引き上げ行ったが、効果を確認のう

え、状況によっては様々な検討が必要と考えている。 

委員 : 業務委託に関して、前回も申し上げたが、業務量を平準化し

た発注を検討いただきたい。発注見通しの公表もさることなが

ら、やはり 10 月から１２月に業務量が集中し、どうしても仕

事がある時期とない時期とで落札率が変わってくる。是非検討

いただきたい。 

県 : 担当の管理課とも検討を行いながらなるべく平準化されるよ

うな取り組みを行っていきたい。 

また、発注見通しについても、公表時期の検討を行っている

ところであり、本来３月くらいに翌年度の年間総発注量のよう

な形で公表出来ればと考えている。昨年公表を開始したところ

であり、県土整備部の公表件数も非常に少なかったこともある

ので、試行しながら検討を行っていきたい。ご理解をお願いし

たい。 

以上 
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１ 山形県公共調達基本条例（平成 20 年 7 月 18 日山形県条例第 43 号） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、公共調達に係る入札及び契約に関する制度（以下「入札契

約制度」という。）に関し基本的事項を定めることにより、公共調達により調達

するものの品質及び価格の適正を確保するとともに、公共調達に係る入札契約

制度に対する県民の信頼を確保し、もって県民の福祉の向上及び県民経済の健

全な発展に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 公共調達 県が支出負担行為に基づき行う調達をいう。 

(2) 建設工事等 建設工事並びに建設工事に係る測量、設計、調査、コンサルタ

ント業務及び材料の納入をいう。 

(3) 建設業者等 建設工事等を請け負うことを営む者をいう。 

 

（基本理念） 

第３条 公共調達に係る入札契約制度は、入札及び契約の過程からの談合その他

の不正行為の排除が徹底されるものでなければならない。 

２ 公共調達に係る入札契約制度は、入札に参加しようとし、又は契約の相手方

になろうとする者の間の公正な競争が促進されるものでなければならない。 

３ 公共調達に係る入札契約制度は、入札及び契約の過程並びに契約の内容の透

明性が確保されるものでなければならない。 

４ 公共調達に係る入札契約制度は、公共調達により調達するものの品質及び価

格の適正を考慮したものでなければならない。 

５ 公共調達により調達するもののうち建設工事等は、経済活動等の基盤となる

社会資本を整備する社会経済上重要なサービスであり、これを担う健全な建設

業者等の育成は、県民経済の発展に重要であることを踏まえ、建設工事等に係

る入札契約制度は、建設業者等の技術のほか、その法令の遵守状況、環境保全

に関する対策、建設工事等に従事する者の安全衛生及び福利厚生に対する取組

並びに地域における社会貢献活動についても、適切に評価し、当該評価を入札

及び契約の過程において適切に反映するように配慮したものでなければならな

い。 

 

（県における取組） 

第４条 県は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）を踏まえて、公共調

達に係る入札契約制度を運用するとともに、基本理念にのっとり、公共調達に

係る入札契約制度を不断に見直し、改善に努めなければならない。 

２ 知事、企業管理者及び病院事業管理者（以下「知事等」という。）は、毎年度、

議会に公共調達に係る入札契約制度の運用の状況及び見直しの内容に関する報

告を提出するとともに、これを公表しなければならない。 

３ 県は、県内における他の地方公共団体に対し、入札契約制度の改善に関して、

必要な情報の提供及び助言を行うものとする。 
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（山形県公共調達評議委員会） 

第５条 基本理念にのっとった公共調達に係る入札契約制度の改善について調査

審議させるため、山形県公共調達評議委員会（以下「委員会」という。）を置く。

２ 委員会は、知事等の諮問に応じ、又は自発的に、公共調達に係る入札に参加

する者に必要な資格の見直しその他公共調達に係る入札契約制度の改善に関す

る重要事項を調査審議する。 

３ 委員会は、必要があると認めるときは、知事等に対し、必要な改善措置を講

ずることを求めることができる。 

４ 知事等は、前項の規定による求めを受けたときは、これを尊重しなければな

らない。 
 

（組織） 

第６条 委員会は、委員８人以内で組織する。 
 

（委員） 

第７条 委員は、学識経験のある者のうちから、議会の同意を得て、知事が任命

する。 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠又は増員により任命された委員の

任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることを妨げない。 
 

（委員長） 

第８条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指

名する委員が、その職務を代理する。 
 

（会議） 

第９条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、前項の会議の議長となる。 

３ 第１項の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

４ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 
 

（部会） 

第 10 条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があら

かじめ指名する者が、その職務を代理する。 

６ 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とす

ることができる。 

７ 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第１項及び

第２項中「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第３項及び第４項中「委員

の」とあるのは「当該部会に属する委員の」と読み替えるものとする。 
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（庶務） 

第 11 条 委員会の庶務は、県土整備部において処理する。 

 

（委任） 

第 12 条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が委員会に諮って定める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条第２項の規定は、平成 21

年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 22 年３月 19 日条例第７号抄） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成22年４月１日から施行する。  
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平成27年度第１回「山形県公共調達評議委員会」 
 

日時：平成27年８月４日(火)10:30～ 

場所：県庁1001会議室 

 

 

次   第 
 

１ 開  会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 議  事 

 

（１）建設工事等に係る入札契約制度改善の取組みについて 

・公共調達に係る入札契約制度に関する報告書の概要   

[報告書概要版、資料１] 

・平成２７年度における改善の取組み      [資料２、２－１、３] 

 

 

（２）物品調達等に係る入札契約制度改善の取組みについて  

・公共調達に係る入札契約制度に関する報告書の概要及び 

平成２７年度における改善の取組み     [報告書概要版、資料４] 

 

 

 

（３）その他 

 

 

 

４ そ の 他 

 

 

５ 閉  会 
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「山形県公共調達評議委員会」委員名簿 

(任期：平成26年12月24日～平成29年12月23日) 

 

平成27年4月1日現在 

 

役職名 

 

 

氏   名 

 

現     職 

 

備 考 

 

委員長 

 

 

五十嵐 幸 弘 

 

弁護士 

 

 

委 員 

 

 

楠   茂 樹 

 

上智大学法科大学院教授 

 

 

委 員 

 

 

澁 谷 忠 昌 
一般社団法人山形県建設産業

団体連合会会長 

 

 

委 員 

 

 

遠 藤 貞 昭 
一般社団法人山形県測量設計

業協会会長 

 

 

委 員 

 

 

新井野 郁 子 

 

建築士 

 

 

委 員 

 

 

今 井 榮 喜 

 

 山形県議会議員 

 

 

委 員 

 

 

髙 橋 恵 美 

 

会社役員 
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る
入

札
契

約
制

度
の

運
用

の
状

況
及

び
見

直
し

の
内

容
に

関
す

る
報

告
を

行
う

こ
と

を
目

的
に

作
成

し
た

も
の

で
あ

る
。

4
,7

1
0

3
,3

9
0

9
,6

0
1

8
,0

6
2

4
,9

1
8

3
8
1
9

3
,8

9
6

3
5
7
6

4
,6

3
7

4
,4

7
9

6
,0

0
0

8
,0

0
0

1
0
,0

0
0

（ 億 円
民

間
投

資

H
2
6
年

度
（

4
,4
7
9
億
円
）

は
、
前
年
度

よ
り

1
58
億

円
減

少
（

△
3
.4
％

）

（
４

）
倒

産
件

数

第
１

章
入

札
・
契

約
を

取
り

巻
く
状

況
等

（
１

）
建

設
投

資
額

（
件

）

H8
12

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26

山
形

県
14

43
48

37
57

53
49

36
26

16
17

12
12

東
北

21
3

43
4

30
4

31
5

30
0

30
6

33
5

25
1

20
3

13
2

82
78

53
件

H
2
6
年

（
１
２
件
）
は
、
本
県
ピ
ー
ク
時
の
約
２
１
％

資
料

１

年
度

単
価
（

）
年

度
％

大
幅

な
増

加

4
,8

9
1

4
,6

7
2

2
,3

2
3

1
,9

3
4

2
,2

7
7

1
,7

7
3

1
,8

0
7

1
,9

5
0

2
,5

4
3

2
,5

9
4

1
,8

8
5

1
,6

1
9

1
,5

7
4

1
,5

6
9

1
,6

2
7

2
,0

9
4

4
,4

7
9

3
,8

1
9

3
,8

9
6

3
,3

4
6

3
,3

7
5

3
,5

7
6

0

2
,0

0
0

4
,0

0
0

Ｈ
８

Ｈ
1
2

Ｈ
1
6

Ｈ
2
0

H
2
1

Ｈ
2
2

Ｈ
2
3

Ｈ
2
4

Ｈ
2
5

Ｈ
2
6

）

（
年

度
）

公
共

投
資

H
2
3
年

度
に

プ
ラ
ス
へ
転
じ
、
H
25
年
度
は
プ
ラ
ス
２
．
０
６
％

（
２

）
建

設
業

者
数

及
び

建
設

業
就

業
者

数
（
建

設
業

許
可

業
者

数
）

H
2
6
年

度
の
一
業
者
あ
た
り

の
建
設
投
資

額
（

0
.9
4
億
円

）
は

、
前

年
度

比
4
.0
％
減
。

ピ
ー

ク
時

の
53
.7
％

県
内

建
設

業
就
業
者
数
は
、
H
22
年
国
勢

調
査

で
は

4
8
,1
1
1
人

と
H
12
年

か
ら

2
5
,4
0
9
人
（
3
4
.6
％
）
減

少

（
５

）
収

益
性

（
３

）
設

計
労

務
単

価

東
 北

21
3

43
4

30
4

31
5

30
0

30
6

33
5

25
1

20
3

13
2

82
78

53

全
 国

4,
06

5
6,

21
4

4,
00

2
3,

78
3

3,
85

5
4,

01
8

4,
46

7
4,

08
7

3,
52

3
3,

39
1

3,
00

2
2,

42
1

1,
96

5

件 数

H
1
8

H
1
9

H
2
0

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

東
日

本
平

均
2
3
都

県
-
0
.
7
3

-
1
.
0
3

-
1
.
2
1

-
1
.
6
9

-
1
.
0
5

-
0
.
5
7

0
.
6
9

1
.
2
4

山
　

形
　

県
-
0
.
5
8

-
1
.
6
4

-
2
.
4
3

-
1
.
7
2

-
0
.
8
1

0
.
0
9

1
.
4
6

2
.
0
6

青
森

県
-
0
.
5
6

-
0
.
8
2

-
0
.
7
8

-
0
.
3
9

-
0
.
1
3

0
.
0
2

0
.
9
9

1
.
9
0

岩
手

県
-
1
.
5
3

-
2
.
0
0

-
1
.
9
5

-
2
.
8
9

-
1
.
4
0

0
.
6
7

2
.
6
8

2
.
8
1

宮
城

県
-
1
.
8
8

-
1
.
5
3

-
2
.
0
8

-
2
.
2
0

-
1
.
4
2

1
.
9
2

4
.
6
4

3
.
4
4

秋
田

県
-
1
.
0
8

-
2
.
0
0

-
2
.
3
6

-
1
.
8
2

-
1
.
0
7

-
0
.
7
1

0
.
2
7

1
.
6
8

福
島

県
-
0
.
9
7

-
2
.
2
9

-
3
.
0
4

-
2
.
9
8

-
1
.
7
6

0
.
6
9

3
.
6
3

3
.
8
2

※
「
建

設
業
の

財
務
統

計
指
標

」
東
日

本
建
設

業
保
証

（
株
）

収
益

性
の

指
標

・
売

上
高

経
常

利
益

率

＝
経

常
利

益
／

売
上

高
×

1
0
0

Ｈ
８

Ｈ
1
2

Ｈ
1
6

Ｈ
2
0

Ｈ
2
1

Ｈ
2
2

Ｈ
2
3

Ｈ
2
4

Ｈ
2
5

Ｈ
2
6

H
2
6
／

H
8

建
設

投
資

額
（

億
円

）
9
,
6
0
1

8
,
0
6
2

4
,
9
1
8

3
,
8
1
9

3
,
8
9
6

3
,
3
4
6

3
,
3
7
5

3
,
5
7
6

4
,
6
3
7

4
,
4
7
9

4
6
.
7
%

建
設

業
者

数
（

許
可

業
者

数
）

5
,
4
6
9

5
,
8
0
6

5
,
7
6
7

5
,
1
1
5

5
,
0
8
3

4
,
9
4
0

4
,
7
8
3

4
,
7
2
0

4
,
7
2
8

4
,
7
5
5

8
6
.
9
%

一
業

者
当

た
り

の
建

設
投

資
額

(
億

円
)

1
.
7
6

1
.
3
9

0
.
8
5

0
.
7
5

0
.
7
7

0
.
6
8

0
.
7
1

0
.
7
6

0
.
9
8

0
.
9
4

5
3
.
7
%

H
2
7
年

度
単
価
（
1
7
,1
4
2
円
）
は
、
H
23

年
度
比

で
４

０
％
の

大
幅

な
増

加

ピ
ー
ク
時
の
７
２
％
で

、
隣

接
県

（
宮
城
県

）
と

の
格

差
は

大
き

い
状

況

12
,0
00

13
,0
00

14
,0
00

15
,0
00

16
,0
00

17
,0
00

18
,0
00

19
,0
00

20
,0
00

21
,0
00

22
,0
00

23
,0
00

24
,0
00

H
10

H
11

H
12

H
13

H
14

H
15

H
16

H
17

H
18

H
19

H
20

H
21

H
22

H
23

H
24

H
25

H
26

H
27

山
形

県
隣

接
県

（
宮

城
県

）

全
国

平
均

公
共

工
事

設
計

労
務

単
価

の
推

移
（
主

要
１

２
職

種
の

平
均

）

平
成

1
0年

度
の

約
７

割
に

減
少

格
差

拡
大

1
7
,1

4
2

2
0
,2

5
0

1
7
,0

4
3

-
3
.0

 

-
2
.0

 

-
1
.0

 

0
.0

 

1
.0

 

2
.0

 

3
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H
1
8

H
1
9

H
2
0

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

（
％

）

（
年

度
）山

形
県

東
日

本

第
章

成
年

度
お

け
る

札
契

約
実

施
状

況

(
単

位
：
％

、
件
)

一
般
競
争

入
札

9
0
.
0

8
8
.
5

8
6
.
3

8
8
.
6

9
1
.
1

8
9
.
9

9
2
.
3

9
4
.
2

9
5
.
7

9
5
.
8

1
,
2
6
5

指
名
競
争

入
札

9
1
.
7

9
2
.
2

9
0
.
4

8
7
.
1

9
7
.
0

9
2
.
9

9
5
.
4

9
7
.
9

9
7
.
0

9
6
.
6

1
6

随
意
契

約
9
6
.
6

9
8
.
7

9
8
.
7

9
5
.
5

9
7
.
0

9
9
.
5

9
7
.
0

9
2
.
3

9
2
.
5

9
9
.
1

7
1

合
　
　

計
9
0
.
2

8
9
.
1

8
6
.
6

8
8
.
6

9
1
.
2

9
0
.
0

9
2
.
4

9
4
.
2

9
5
.
6

9
5
.
8

1
,
3
5
2

入
札
方

法
Ｈ
1
7

Ｈ
1
8

Ｈ
2
6

件
数

Ｈ
2
4

Ｈ
1
9

Ｈ
2
0

Ｈ
2
5

Ｈ
2
1

Ｈ
2
2

Ｈ
2
3

(
単

位
：

％
)

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

一
般
競

争
入

札
9
6
.
2

8
9
.
1

9
6
.
1

9
0
.
0

9
6
.
2

9
1
.
2

9
5
.
3

9
1
.
8

9
5
.
5

9
4
.
9

指
名
競

争
入

札
1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
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.
0

1
0
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.
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1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

随
意

契
約

4
0
.
0

7
5
.
7

4
0
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0

8
1
.
3

4
6
.
2

7
8
.
1

7
7
.
8

5
0
.
0

9
3
.
0

9
0
.
6

合
　

　
計

9
5
.
9

8
9
.
0

9
5
.
8

9
0
.
0

9
5
.
7

9
1
.
2

9
5
.
0

9
1
.
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9
5
.
4

9
4
.
9

Ｈ
2
6
 

Ｈ
2
5
 

入
札

方
法

Ｈ
2
3

Ｈ
2
4
 

Ｈ
2
2

（
１

）
落

札
率

H
2
6
年

度
の

平
均
落
札
率
は
９
５
.８
％

前
年
度
(９

５
．
６
％

)と
比
べ
て
ほ
ぼ
横
ば
い

で
あ

る
が

、
平

成
２

６
年

度
も

高
水

準
の

傾
向

（
２

）
入

札
不

調

（
３

）
県

内
受

注
率

H
2
6
年

度
は

、
件
数
ベ
ー
ス
で
９
５
.４
％

、
当

初
契
約
金
額
ベ
ー
ス
で
９
４
.９
％

建
設

工
事

（
４

）
品

質
の

確
保

（
単

位
：

点
、

件
）

Ｈ
21

Ｈ
22

Ｈ
23

Ｈ
24

Ｈ
25

Ｈ
26

評
定
点

76
2

76
5

77
0

77
5

78
1

78
9

H
2
6
年

度
に

お
け
る
県
全
体
の
平
均
点
は
、
７
８
.９
点

と
な
っ
て
お
り
、
前
年
度
と
比
べ
る

と
０
.８
点

上
昇

第
２

章
平

成
２

６
年

度
に

お
け

る
入

札
・
契

約
の

実
施

状
況

（
２

）
入

札
不

調

H
2
6
年

度
の

県
土
整
備
部
及
び
農
林
水
産
部

に
お

け
る

入
札

不
調

発
生

件
数

は
、

１
１
８
件

（
８
.６
％
）

前
年
度
と
比
較
し
て
７
０
件
（
４
.４

ポ
イ

ン
ト

）
減

Ｈ
21

Ｈ
22

Ｈ
23

Ｈ
24

Ｈ
25

Ｈ
26

評
定
点

76
.2

76
.5

77
.0

77
.5

78
.1

78
.9

件
　
数

―
―
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0

1,
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9
1,
04

2
1,

20
6

１
／

２
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(単
位

：
％

、
件
)

一
般

競
争

入
札

86
.5

82
.9

88
.6

87
.5

98
.0

2

指
名

競
争

入
札

82
.4

84
.9

86
.2

87
.5

85
.7

87
5

随
意
契

約
95
.9

96
.3

96
.8

97
.3

97
.3

10
2

合
　
　

計
83
.2

85
.5

86
.7

88
.4

87
.6

97
9

Ｈ
25

入
札
方

法
Ｈ
22

Ｈ
24

Ｈ
23

Ｈ
26

件
数

（
１
）
落

札
率

H
2
6
年

度
の
県
全
体
の
落
札
率
は
８
７
.６

％

前
年

度
（
８
８
．
４
％
）
と
比
べ
０
．
８
ポ
イ
ン
ト
減

と
横

ば
い

の
状

況

建
設
工
事
関
連
業
務
委
託
関
係

（
２
）
県

内
受

注
率

（
単

位
：

点
、

件
）

Ｈ
22

Ｈ
23

Ｈ
24

Ｈ
25

Ｈ
26

評
定
点

79
.0

79
.5

79
.6

79
.9

80
.1

件
　
数

―
61
2

69
9

77
7

71
7

（
３
）
品

質
の

確
保

H
2
6
年

度
に

お
け

る
県

全
体

の
平

均
点

は
、

８
０
.１

点
と

な
っ

て
お

り
、

前
年

度
と

比
べ

る
と

０
.２

点
上

昇

低
入

札
価

格
調

査
制

度
に
お
け
る
調

査
実

績
（
建

設
工

事
関

連
業

務
委

託
）

H
2
6

年
度

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

建
設
工
事

（
１
）
総

合
評

価
落

札
方

式
の

評
価

の
充

実
等

（
６
）
建

設
工

事
に
お
け
る
関

係
書

類
の

簡
素

化
（
H ２

７
年

４
月

～
）

(単
位

：
％
)

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

一
般
競

争
入

札
87

.5
89

.8
90

.0
82

.8
90
.0

94
.2

66
.7

72
.0

0.
0

0.
0

指
名
競

争
入

札
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.3
69

.1
72

.8
64

.0
72
.8

60
.3

73
.6

64
.9

74
.3

63
.4

随
意

契
約

86
.4

38
.5

78
.6

82
.3

91
.2

77
.8

81
.4

80
.6

86
.3

83
.0

合
　

　
計

72
.9

67
.7

73
.2

65
.7

73
.6

61
.6

74
.4

66
.6

75
.4

66
.7

Ｈ
24

Ｈ
26

入
札

方
法

Ｈ
23

Ｈ
25

Ｈ
22

（
）
県

受
注
率

H
2
6
年

度
は
、
件
数
ベ
ー
ス
で
７
５
.４

％
、

当
初

契
約

金
額

ベ
ー

ス
で

６
６
.７
％

第
３
章

平
成

２
６
及

び
２
７
年

度
に
お
け
る
改

善
の

取
組
み

基
準
価
格
設
定
数

1
4
0

1
4
0

1
6
7

2
2
1

2
4
0

1
4
1

低
入
札
発
生
件
数

3
2

4
1

4
2

4
8

2
8

2
6

（
発
生
率
）

(
2
2
.
9
%
)

(
2
9
.
3
%
)

(
2
5
.
1
%
)

(
2
1
.
7
%
)

(
1
1
.
7
%
)

(
1
8
.
4
%
)

低
入
札
落
札
件
数

6
2
0

1
3

1
9

1
2

1
2

低
入
札
発
生
件
数

3
7

4
7

5
4

5
3

3
7

3
1

低
入
札
落
札
件
数

8
2
4

1
8

2
0

1
6

1
6

県 土 整 備 部 全 県

・
①

評
価

対
象
発
注
機
関
の
拡
大

（
H ２

７
年

７
月

～
）

県
土
整
備
部
及
び
農
林
水
産
部
発

注
工

事
に

加
え

、
他

部
局

（
県

警
本

部
、
企

業
局

、
病

院
事

業
局

）
の
発

注
工
事
実
績
も
評
価

②
県

と
の
災
害
協
定
に
基
づ
く
活
動
の

加
算

点
の

見
直

し
(
最

大
３

点
→

最
大

４
点

)
（
H２

６
年

５
月

～
）

③
若

手
技

術
者

育
成

モ
デ
ル
工

事
の
試

行
（
H
２
７
年

７
月

～
）

年
齢
の
若
い
技
術
者
を
技
術
者
に

配
置

し
た

際
に

加
点

評
価

す
る

【
若

手
技

術
者

評
価

型
】
及
び

、
経

験
の

浅
い

技
術
者
を
補
助
す
る
専
任
補
助

者
を

配
置

し
た

際
に

加
点

評
価

す
る

【
専

任
補

助
者

評
価
型

】
を

試
行

（
２
）
「
予

定
価

格
事

後
公

表
の

試
行

」
か

ら
、

「
予

定
価

格
の

原
則

事
後

公
表

」
へ

（
H２

７
年

７
月

～
）

（
３
）
２
０
者
ル

ー
ル

の
取

扱
い
に
関

す
る
緩

和
措

置
の

試
行

（
７
）
社

会
保

険
未

加
入

業
者

の
排

除

建
設
工
事
関
連
業
務
委
託

（
１
）
低

入
札

価
格

調
査

に
お
け
る
調

査
対

象
設

計
金

額
引

き
上

げ
（
H ２

６
年

５
月

～
）

低
入

札
価

格
調

査
制

度
の

対
象

工
事

の
設

計
金

額
を
７

０
０

万
円

以
上

か
ら
１

０
０
０
万

円
以

上
に

①
県

入
札

参
加

資
格

者
名

簿
登

載
業

者
か

ら
社

会
保

険
等

未
加

入
業

者
を
排

除
（
H ２

７
年

４
月

～
）

②
下

請
人

が
社

会
保

険
未

加
入

業
者

で
あ

る
場

合
に

保
険

担
当

部
局

等
へ

指
導

・
通

報

③
中

間
前

払
金

の
適

用
範

囲
を

「
請

負
代

金
額

1
,
0
0
0
万

円
以

上
」

か
ら

「
1
0
0
万

円
以

上
」
に
拡

大

（
H２

７
年

７
月

～
）

必
要

以
上

の
書

類
提

出
や

、
重

複
提

出
改

善
の

た
め

、
「
工

事
書

類
提

出
一

覧
表

」
を

作
成

の
う

え
受

発
注

者
双

方
が

共
有

す
る

こ
と

に
よ

り
、

書
類

を
簡

素
化

し
労

働
環

境
を

改
善

・
品

確
法
の
改
正
を
踏
ま
え
、
災
害

復
旧

工
事

な
ど

迅
速

な
施

工
が

必
要

な
工

事
等

を
除

き
、
予

定
価

格
を

原
則
事
後
公
表
に
移
行

・・・

（
４
）
低

入
札

価
格

調
査

に
お
け
る
調

査
基

準
価

格
の

検
証

（
５
）
見

積
り
活

用
方

式
の

試
行

（
H ２

７
年

５
月

～
）

（
３
）
県

内
業

者
優

先
指

名
競

争
入

札
の

試
行

（
２
）
総

合
評

価
落

札
方

式
の

試
行

範
囲

拡
大

（
H ２

７
年

７
月

～
）

（
４
）
発

注
見

通
し
の

公
表

（
H ２

７
年

４
月

～
）

1
,0
0
0
万

円
以

上
の
業

務
委

託
に

つ
い

て
発

注
見

通
し
を
公

表

県
内

業
者

の
受

注
機

会
の
拡

大
を

図
る

目
的

で
、

県
内

業
者

優
先

指
名

競
争

入
札

の
試

行
継

続

土
木

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
業

務
の

み
に

適
用

し
て

い
た

総
合

評
価

落
札

方
式

を
、

測
量
、
地
質
調
査
、

補
償

コ
ン
サ
ル
の

各
業

務
に

対
象

範
囲

を
拡

大

低
入

札
価

格
調

査
制

度
の

対
象

工
事

の
設

計
金

額
を
７

０
０

万
円

以
上

か
ら
１
，
０
０
０
万

円
以

上
に

引
き

上
げ

橋
梁

補
修
や
災
害
対
応
に
お
い
て
、

設
計

単
価

と
実

勢
価

格
の
乖

離
に

よ
り

不
調

・
不

落
が

懸
念

さ
れ

る

工
事

で
は
、
見
積
書
を
参
考
に
工
事
価
格
を
積
算

す
る

方
式

を
試

行

設
計

金
額
の
８
９
％
を
想
定
し
た
県

独
自

の
算

出
基

礎
が

適
切

か
ど

う
か

を
H
2
6
年

度
工

事
実
績

を
基

に
し

て
検

証
し
た
結
果
、
設
計
金
額
の
８
９
．
４
％

と
な

っ
て

お
り

、
引

き
続

き
検

証

一
般

競
争
入
札
に
お
い
て
１
件
の
工

事
に

応
札

可
能

な
業

者
者

を
概

ね
１
５
者
と

す
る

地
域

要
件

の
緩

和

措
置

の
試
行
継
続

・ ・ ・

２
／

２
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建
設

工
事

等
に
係
る
入
札
契
約
制
度
改
善
の
取
組
み
に
つ
い
て

 
 

 
 

 
 

 
   

基
本
理

念
 

（
公
共
調
達
基
本
条
例
）
 

こ
れ

ま
で
の
主

な
取

組
み

 
Ｈ
２
０
～

Ｈ
２
６
の

主
な
取

組
み

 
Ｈ
２
７
の

取
組
み

 

不
正
行

為
の

 

排
除
の

徹
底

 

①
 
予
定
価
格

の
事

前
公

表
 

②
 
電
子
入
札

・
電

子
閲

覧
の

実
施
 

③
 
指
名
停
止

措
置
の

運
用
 

④
 

談
合

等
に

係
る

違
約

金
特

約
条

項
の

設

定
 

①
 
「

予
定

価
格
の

事
後
公
表
の
試
行
拡
大
と
検
証
」
(H
2
0
～
)・

試
行

の
継
続
(
H
2
6)
、
建
設

工
事
等

の
入
札

・

契
約

事
務
に

関
す
る

不
当
な
情
報
提
供
要
求
等
対
応
要
領
の
施
行
（
H2
5
）
 

②
 
「

電
子

閲
覧

シ
ス

テ
ム

の
早
期
導
入
に
向
け
た
基
本

設
計
の
実
施
」
(
H
2
0
～
)
、
「
電
子
閲
覧
シ
ス
テ
ム
の

運
用

開
始
」

(
H
2
1～

) 

③
 
「

指
名

停
止
要

綱
の
見
直

し
」
(
H
20
～
) 

【
予

定
価

格
の

事
後

公
表

】
H
2
7
.
7
月

～
 

・
建

設
工

事
 

原
則
事
後
公
表
の
実
施
（
県
土
整
備

部
）
 

事
後
公
表
の
試
行
を
開
始
（
農
林
水
産
部

）
 

 

公
正
な
競
争

の
促
進

 

①
 

原
則
一
般
競

争
入

札
(
条

件
付
)
の
導
入
 

②
 
等
級
等

に
応
じ

た
入
札
の

実
施
 

③
 

地
域

要
件

の
設

定
と

適
切

な
応

札
可

能

業
者
数

の
確

保
 

①
 
「

建
設

工
事
一

般
競
争
入
札
に
お
け
る
地
域
要
件
の
見
直
し
」（

H
2
0
～
）、
「
2
0
者
ル
ー
ル
の
緩
和
措
置
の

試
行

(
H
2
1～

、
農

林
水

産
部

H
2
3
～
)、

建
設
工
事
関
連
業
務
委
託
に
お
け
る
共
同
設
計
方
式
（
一
般
競
争
入
札
）

の
本

格
実
施
（

H
2
4～

）
、
建
設

工
事
関
連
業
務
委
託
に
お
け
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
の
導
入
の
検
討
（
Ｈ

2
6
）
 

【
２
０

者
ル

ー
ル

の
取

扱
い

】
 

・
緩
和
措
置
の
試
行

（
継
続
）
 

 

透
明
性

の
確
保

 

①
 
入
札
監
視

委
員

会
の
設
置

 

②
 
入
札
過
程

・
結

果
の

公
表
 

③
 

予
定

価
格

の
事

前
公

表
と

積
算

内
訳

書

の
入
札
時
提
出

義
務

付
け
 

 ②
 
「

電
子

閲
覧

シ
ス

テ
ム

の
早
期
導
入
に
向
け
た
基
本

設
計
の
実
施
」
(
H
2
0
～
)
、
「
電
子
閲
覧
シ
ス
テ
ム
の

運
用

開
始
」

(
H
2
1～

)
〔

再
掲
〕
 

 

 

品
質
及

び
価
格

 

の
適
正
を
考
慮

 

①
 
低
入
札
価

格
調

査
制

度
の

強
化
 

②
 

総
合

評
価

落
札

方
式

や
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル

方
式
等
多
様
な

入
札

方
式
の
導

入
 

③
 

工
事

成
績

評
定

の
実

施
と

入
札

へ
の

活

用
 

 

①
 
「

過
度
な

低
価
格

入
札
対
策
と
し
て
失
格
数
値
基
準
の
導
入
等
」（

H
2
0
）
、「
『
新
た
な
過
度
な
低
価
格
入
札

の
抑

止
策
』
の

導
入
（
現

場
代
理
人
の
兼
務
禁
止
及
び
非
指
名
措
置
）」

(
H
22
)
、「

低
入
札
に
対
す
る
調
査
基

準
価

格
等

の
引

上
げ

」
(
H
2
3
)
、
（
工
事
関
連
業
務
委
託
）

積
算
体
系
の
見
直
し
に
よ
る

調
査
基
準
価
格
等
の

改
正

（
H
2
4
）
、

調
査

基
準

価
格
等
の
引
上
げ
に
よ
る
効
果

の
検
証
（
Ｈ
2
6
）
、
「

非
指
名
」
措
置
等
の
検
証
と

見
直

し
（
Ｈ

2
5
）
建

設
工
事
関
連
業
務
委
託
に
係
る
低
入
札
価
格
調
査
対
象
の
設
計
金
額
を
引
上
げ
（
H
2
6）

 

②
 
「

総
合

評
価

落
札

方
式

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
と
本

格
的
導
入
の
検
討
」
（
H
2
0
）
、
「
総
合
評
価
落
札
方
式

の
拡

充
」
(
H
2
1～

)
、「

品
質
等

確
実
点
」
の
導
入
等
（
H
23
）
、
建
設
工
事
に
お
け
る
評
価
項
目
の
拡
充
（
Ｈ
2
4）
、

土
木

コ
ン
サ

ル
タ
ン

ト
業
務
で
の
総
合
評
価
の
試
行
（
Ｈ
26
）
、
建
設
工
事
に
お
け
る
評
価
基
準
の
一
部
改
正
（
工

事
成

績
評
定

に
係
る

評
価
対
象

期
間
を

2
年
か

ら
5
年
に
延
長
(
Ｈ
2
5
)
,
 県

と
の
災
害
協
定
に
基
づ
く
活
動
実

績
の

評
価
見

直
し
（

H
2
6
）
 

③
 
「

業
務

委
託

(建
設

工
事

関
連
)
に
係
る
評
価
専
門
機
関
の
設
置
を
提
唱
」
（
H
20
）
 

○
 
「

予
定

価
格
の

事
後
公
表

の
試
行
拡
大
と
検
証
」
(H
2
0
～
)
・
試
行
の
継
続
(
H
2
6)
〔
再
掲
〕
 

○
 
「

発
注

機
関

に
お

け
る

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
技
術

両
面
の
ス
キ
ル
向
上
」
（
H
2
0
～
）
、
「
受
発
注
者
間
双

務
性

の
向
上

」
（

H
21
～

）
 

【
低
入
札
対
策
】

 

・
調
査
基
準
価
格
等
の
引
上
げ
に
よ
る
効

果
の
検

証
 

【
総
合
評
価
落
札
方
式
】

H
27
.
7
月
～
 

・
工
事
成
績
評
定
の
評
価
対
象
の
見
直
し

（
企

業
局

、
病
院

事
業

局
、
警
察
本
部
等
他
部
局
の
実
績
も
加
算

）
 

・
総
合
評
価
の
試
行

対
象
を
、
土
木
コ
ン

サ
ル
の

み
か
ら
、
測

量
、

地
質
調
査
、
補
償
コ
ン
サ
ル
の
各
業

務
に

拡
大
 

【
予

定
価

格
の

事
後

公
表

】
〔

再
掲

〕
H
2
7
.7

月
～
 

・
建

設
工

事
 

原
則
事
後
公
表
の
実
施
 
（
県
土
整
備
部

）
 

事
後
公
表
の
試
行
を
開
始
（
農
林
水
産
部

）
 

【
価
格
の
適
正
化
】

H
2
7
.5

月
～
 

・
建
設
工
事
に
お
け
る
予
定
価
格
の
見
積

り
活
用

方
式
の
試

行
 

 健
全
な
建
設

業
者
等

の

育
成

 

地
域
で
の
社

会
貢
献

 

活
動
等

の
評
価

 

（
上
記
に
加
え
）
 

①
 

競
争

入
札

参
加

資
格

者
名

簿
（

建
設

工

事
）
に
係
る
発

注
者

別
評

価
点

に
お
け
る
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
評

価
の
充
実

 

②
 

総
合

評
価

落
札

方
式

に
お

け
る

地
域

貢

献
活
動
の
評
価

導
入

・
拡
大
 

③
 

県
内

業
者

に
配

慮
し

た
入

札
制

度
の

導

入
 

①
 
「

建
設

業
者
の

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
評
価
及
び
ラ
ン
ク
区
分
の
見
直
し
」（

H
2
0）

 

②
 
「

地
域

貢
献
の

配
慮
と
し

て
、
公
共
施
設
の
維
持
活
動
を
評
価
」（

H
2
0～

）
 

③
 
「

地
域

技
術

力
を

増
進

す
る
た
め
の
新
た
な
制
度
の

試
行
」
(
H
2
1
)
、
「
施
工
実
績
要
件
３
の
緩
和
措
置
の

試
行

(
H
2
1
～

、
農

林
水

産
部

H
2
3
～
)
、
土
木
一
式
工

事
に
お
け
る
規
模
別
発
注
基

準
の
見
直
し
（
H
2
3
）
、
（
工

事
関

連
業
務

委
託

）
共

同
設
計

方
式
の
試
行
(
H
21
～
2
3
)、
「
共
同
設
計
方
式
」
の
本
格
実
施
（
Ｈ
2
4）
、
施

工
実

績
要

件
３

の
緩

和
に

つ
い

て
品

質
の
確
保
に
配
慮
し
本
格

実
施
（
H
2
5
）
、
県
と
の
災
害
協
定
に
基
づ
く
活
動
実

績
の

評
価
見

直
し
（

H
2
6
）（

再
掲
）
 

工
事

関
連
業

務
委
託

に
お
け
る

県
内
業
者
優
先
指
名
競
争
入
札
の
試
行
継
続
（
Ｈ
2
6
）
,
○
 
「
労
務
単
価
の
調

査
方

法
の

改
善

に
向

け
た

国
へ
の
要
望
活
動
の
展
開
」
（
H
2
0
～
）
、
「
建
設
業
法
に
基
づ
く
立
入
調
査
を
元
請

下
請

対
策

に
お

い
て

活
用

」
（
H
2
0
～
）
、
「
建
設
工
事
等
に
お
け
る
施
工
実
績
要
件
・

技
術
者
配
置
要
件
の
見

直
し

」
（

H
20
～

）
、「

入
札
参
加
要
件
見
直
し
」
(H
2
1
) 

【
地
域
企
業
の
活
用
】

 

・
建
設
工
事
関
連
業
務
委
託
に
お
け
る
県

内
業

者
優

先
指
名

競
争

入
札
の
試
行
（
継
続
）
 

【
総
合
評
価
落
札
方
式
】

H
27
.
7
月
～
 

 
若
手

技
術
者
育
成
モ
デ
ル
工
事
の
試
行
 

【
社
会
保
険
未
加
入
業
者
の
排
除
】

 

・
入
札
参
加
資
格
者
名

簿
登
載

業
者
か
ら

社
会

保
険

未
加
入
業

者

を
排
除
 

H2
7
.
4
月
～
 

・
中
間
前
払
金
適
用
範
囲
を
引
き
上
げ
 

H
2
7
.7

月
～
 

【
発
注
見
通
し
の
公
表
】

H
27
.
4
月
～
 

・
工
事
関
連
業
務
委
託
の
発
注
見
通
し
の

公
表
の

試
行
 

 

山
形

県
公
共

調
達
基
本
条
例
（
平
成

2
0
年

7
月

施
行

）
の

基
本

理
念

に
の
っ

と
り
、
入

札
契

約
制

度
の
改

善
に
取
り
組
ん
で
き
た
結
果
、
低
入
札
発
生
件
数
や
落
札
率
な
ど
に
一
定
の
効
果
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
国
の

経
済

対
策

に
よ

る

公
共

事
業
の

増
加
な
ど
、
明
る
い
き
ざ
し
は
あ
る

も
の
の
、
本

県
の

建
設

業
者
等

の
経
営

環
境

は
引

き
続
き
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。
ま
た
、
東
日
本
大
震
災
の
復
興
事
業
が
本
格
化
し
て
お
り
、
本
県
建
設
産
業
へ
の
様
々
な
影
響
も
引
き

続
き

、
注
視

し
て
い

く
必

要
が
あ

る
。
平
成

2
7
年
度
に
お
け
る
建
設
工

事
等
に

係
る

入
札

契
約
制

度
改
善
の

方
向

性
に

つ
い
て

は
、
平
成

2
6
年

6
月
に
改
正
さ
れ
た
「
公
共
工
事
の
品
質
確
保
に
関
す
る
法
律
（
品
確
法
）」

お
よ
び
平
成

2
7
年

2
月
に
策
定

さ
れ

た
「

発
注

関
係

事
務

の
運
用

に
関
す
る
指
針
」
の
趣
旨
に
沿
っ
て

、
公
正
な

競
争

等
を

前
提
と

し
つ
つ
、
公

共
工
事

等
の
受

注
を
通
じ
て
、
建
設
業
者
等
の
適
正
な
利
益
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
意
を
用
い
、
こ
の
こ
と
が
工
事
の
安
全
や
企
業
の
技
術
の

蓄
積

と
研

鑽
等
に

繋

が
り

、
も
っ

て
、
技
術
と
経
営
に
優
れ
た
地
域
の

建
設
業
者

等
が

、
将

来
に
亘

っ
て
本
県

の
地

域
経

済
・
社
会
を
支
え
、
県
民
の
安
全
・
安
心
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
改
善
を
図
っ
て
い
く
。
 

 

資
料

２
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取
組
み
項
目
と
実
施
時
期

県
土
整
備
部
及
び
農
林
水
産
部
発
注
工
事
に

加
え
、
他
部
局
（
県
警
本
部
、
企
業
局
、
病
院

事
業
局
）
の
発
注
工
事
実
績
も
評
価

総
合
評
価
に
お
け
る
評
価
対
象
発
注
機
関
の
拡
大

改
正
内
容
や
検
証
方
法

・
他
部
局
発
注
工
事
実
績
数
の
推
移
を
調
査

（
平
成
2
6
年
度
他
部
局
建
設
工
事
１
５
６
件
）

経
過
措
置
後
は
、
過
去
5
年
分
の
評
価
の
平
均
と
な
る
た
め
、
約
７
５
０
件
分
の
工
事
成
績
が
評
価
対
象
と
し
て
追
加
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

予
定

予
想
さ
れ
る
効
果

評
価
の
対
象
と
な
る
案
件
数
が
拡
大
し
、

評
価
値
の
精
度
向
上
が
見
込
ま
れ
る
。

ま
た
、
よ
り
広
範
囲
の
工
事
種
類
が
対
象

と
な
り
、
総
合
評
価
方
式
に
お
け
る
競
争

性
も
確
保
さ
れ
る
。

年
齢
の
若
い
技
術
者
を
技
術
者
に
配
置
し

・
モ
デ
ル
工
事
の
試
行

試
行
期
間
に
お
い
て
、
（
１
）
若
手
技
術
者
評
価
型
、
（
２
）
専
任
補
助
者
評
価
型
と
も
に
、
年
間
７
件
程
度
の
モ
デ
ル
工
事
を
実
施
予
定
。

若
手
技
術
者
も
主
任
技
術
者
と
し
て
実

績
を
積
む
と
と
も
に
工
事
成
績
評
定
点
を

若
手
技
術
者
育
成
モ
デ
ル
工
事
の
試
行

H
2
7
年
7
月
～

資
料
２
－
１

平
成
２
７
年
度
取
組
み
に
お
け
る
改
正
内
容
や
検
証
方
法
等
に
つ
い
て

品
確
法
の
改
正
を
踏
ま
え
、
災
害
復
旧
工
事

な
ど
迅
速
な
施
工
が
必
要
な
工
事
等
を
除
き
、

予
定
価
格
を
原
則
事
後
公
表
に
移
行

年
齢
の
若
い
技
術
者
を
技
術
者
に
配
置
し

た
際
に
加
点
評
価
す
る
【
若
手
技
術
者
評
価

型
】
及
び
、
経
験
の
浅
い
技
術
者
を
補
助
す
る

専
任
補
助
者
を
配
置
し
た
際
に
加
点
評
価
す

る
【
専
任
補
助
者
評
価
型
】
を
試
行

試
行
期
間
に
お
い
て
、
（
１
）
若
手
技
術
者
評
価
型
、
（
２
）
専
任
補
助
者
評
価
型
と
も
に
、
年
間
７
件
程
度
の
モ
デ
ル
工
事
を
実
施
予
定
。

・
検
証
の
視
点

①
入
札
参
加
企
業
中
「
若
手
技
術
者
」「
専
任
補
助
者
」を
配
置
し
た
割
合

②
「
若
手
技
術
者
」
「
専
任
補
助
者
」
を
配
置
す
る
こ
と
と
し
た
企
業
が
、
落
札
者
と
な
っ
た
割
合

③
「
若
手
技
術
者
」
「
専
任
補
助
者
」
を
配
置
し
て
施
工
さ
れ
た
工
事
と
通
常
の
工
事
と
の
工
事
成
績
評
定
点
の
違
い

績
を
積
む
と
と
も
に
工
事
成
績
評
定
点
を

得
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
将
来
的
に
モ

デ
ル
工
事
以
外
の
総
合
評
価
入
札
へ
の

参
入
が
可
能
と
な
る
。

・
検
証
の
視
点

①
事
後
公
表
実
施
率
（
事
前
公
表
と
し
た
場
合
、
そ
の
理
由
分
類
）

②
落
札
率

③
工
事
成
績
評
定
点

④
不
調
不
落
発
生
率

⑤
予
定
価
格
を
探
る
不
適
切
な
動
き

等
の
調
査
、
分
析
を
行
い
、
効
果
を
検
証
す
る
。

「
予
定
価
格
の
原
則
事
後
公
表
」

・
適
正
な
競
争
が
促
進
さ
れ
る
。

（
事
前
公
表
は
、
競
争
が
激
し
い
入
札
の

場
合
に
は
ダ
ン
ピ
ン
グ
受
注
を
助
長
し
、

競
争
性
に
欠
け
る
入
札
の
場
合
に
は
落

札
価
格
が
高
く
な
る
等
、
適
切
な
競
争
を

妨
げ
る
懸
念
が
あ
る
）

・
業
者
の
積
算
能
力
が
向
上
す
る
。

H
2
7
年
7
月
～

H
2
7
年
7
月
～

等
の
調
査
、
分
析
を
行
い
、
効
果
を
検
証
す
る
。

・
業
者
の
積
算
能
力
が
向
上
す
る
。

一
般
競
争
入
札
に
お
い
て
１
件
の
工
事
に
応

札
可
能
な
業
者
者
を
概
ね
１
５
者
と
す
る
地
域

要
件
の
緩
和
措
置
の
試
行
継
続

２
０
者
ル
ー
ル
の
取
扱
い
に
関
す
る
緩
和
措
置
の

試
行

・
検
証
の
視
点

応
札
可
能
者
を
概
ね
１
５
者
と
す
る
地
域
要
件
で
の
入
札
を
試
行
し
、
競
争
性
が
確
保
で
き
る
か
検
証
。

○
実
施
状
況

2
6
年
度
試
行
件
数
等
【県
土
整
備
部
＋
農
林
水
産
部
】
（件
数
を
除
き
、
平
均
値
）

件
数

応
札
見
込
者
数

参
加
業
者
数

予
定
価
格

落
札
率

４
１

1
6
.3
者

4
.2
者

3
2
,8
1
1
千
円

9
5
.4
％

業
種
別
に
は
、
「
舗
装
」
(1
8
件
、
4
3
.9
％
)で
最
も
多
く
、
次
い
で
「
土
木
一
式
」
(8
件
、
1
9
.5
％
)の
順
。

こ
の
結
果
、
１
件
当
た
り
の
参
加
業
者
数
は
４
.２
者
で
、
全
入
札
に
お
け
る
平
均
参
加
業
者
３
．
３
者
を
上
回
っ
て
お
り
、
競
争
性
に
差
は
な

い
。

低
入
札
価
格
調
査
に
お
け
る
調
査
基
準
価
格
の
検

証
・
検
証
の
視
点

実
際
の
調
査
基
準
価
格
の
平
均
値
が
、
設
計
金
額
の
８
９
％
の
レ
ベ
ル
を
満
た
し
て
い
る
か
。
実
際
の
案
件
と
乖
離
し
た
状
況
に
な
っ

・
適
正
な
競
争
性
を
確
保
し
た
う
え
で
、
地

域
経
済
へ
の
配
慮
が
図
ら
れ
る
。

・
過
度
な
ダ
ン
ピ
ン
グ
入
札
が
排
除
さ
れ
、

成
果
品
の
品
質
も
十
分
確
保
さ
れ
る
。

継
続

設
計
金
額
の
８
９
％
を
想
定
し
た
県
独
自
の
算

出
基
礎
が
適
切
か
ど
う
か
を
工
事
実
績
を
基

に
し
て
検
証

証
実
際
の
調
査
基
準
価
格
の
平
均
値
が
、
設
計
金
額
の
８
９
％
の
レ
ベ
ル
を
満
た
し
て
い
る
か
。
実
際
の
案
件
と
乖
離
し
た
状
況
に
な
っ

て
い
な
い
か
を
工
事
実
績
を
基
に
検
証
。

平
成
２
６
年
度
の
県
土
整
備
部
に
お
け
る
工
事
実
績
で
検
証
の
結
果
、
実
際
の
調
査
基
準
価
格
の
平
均
値
は
、
設
計
金
額
の
８
９
．

４
％
と
な
っ
て
お
り
、
想
定
の
レ
ベ
ル
を
満
た
し
て
い
る
。

・
徴
収
し
た
見
積
書
を
予
定
価
格
に
反
映

す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
調
・
不
落
の
発
生
が

減
少
す
る
。

橋
梁
補
修
や
災
害
対
応
に
お
い
て
、
設
計
単

価
と
実
勢
価
格
の
乖
離
に
よ
り
不
調
・不
落
が

懸
念
さ
れ
る
工
事
で
は
、
見
積
書
を
参
考
に
工

事
価
格
を
積
算
す
る
方
式
を
試
行

見
積
り
活
用
方
式
の
試
行

・
検
証
の
視
点

試
行
件
数
（
①
不
調
･不
落
が
懸
念
さ
れ
る
ケ
ー
ス
②
不
調
・
不
落
後
の
再
入
札
の
ケ
ー
ス
別
件
数
）

不
調
・
不
落
に
な
っ
た
案
件
中
に
【
見
積
り
活
用
方
式
】
を
適
用
す
る
こ
と
で
不
調
・
不
落
を
防
げ
た
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
無
い
か
ど
う

か
の
調
査
。

継
続

H
2
7
年
5
月
～
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取
組
み
項
目
と
実
施
時
期

必
要
以
上
の
書
類
提
出
や
、
重
複
提
出
改

善
の
た
め
、
「
工
事
書
類
提
出
一
覧
表
」
を
作

成
の
う
え
受
発
注
者
双
方
が
共
有
す
る
こ
と
に

よ
り
、
書
類
を
簡
素
化
し
労
働
環
境
を
改
善

建
設
工
事
に
お
け
る
関
係
書
類
の
簡
素
化

改
正
内
容
や
検
証
方
法

・
改
正
内
容

「
休
日
・
夜
間
作
業
届
」
、
「
工
事
履
行
報
告
書
」
、
「
立
会
願
」
及
び
そ
の
他
届
出
等
に
つ
い
て
、
原
則
的
に
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
提
出
・

受
領
と
し
、
提
出
書
類
の
削
減
及
び
提
出
手
間
を
省
く
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
速
や
か
な
連
絡
体
制
を
確
立
す
る
。

ま
た
、
品
質
管
理
及
び
出
来
形
管
理
の
工
程
能
力
図
及
び
ヒ
ス
ト
グ
ラ
ム
の
省
略
化
、
段
階
確
認
書
類
の
簡
素
化
等
に
よ
り
、
書
類

の
省
略
化
を
推
進
す
る
。

予
想
さ
れ
る
効
果

工
事
書
類
の
電
子
化
及
び
省
略
化
を

進
め
る
こ
と
で
、
書
類
の
縮
減
及
び
提
出

手
間
を
省
き
、
事
務
の
軽
減
が
図
ら
れ
る
。

受
発
注
者
と
も
に
効
果
的
か
つ
効
率
的

な
業
務
の
推
進
が
可
能
と
な
る
。

・
県
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
登
載
業
者
か
ら

・
検
証
の
視
点

平
成
2
7
年
4
月
に
作
成
済
み
の
平
成
2
7
・
2
8
年
度
名
簿
に
お
い
て
、
既
に
社
会
保
険
等
未
加
入
業
者
は
排
除
済
。
（社
会
保
険
未
加
入

若
手
技
術
者
も
主
任
技
術
者
と
し
て
実

社
会
保
険
未
加
入
業
者
の
排
除

H
2
7
年
4
月
～

・
県
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
登
載
業
者
か
ら

社
会
保
険
等
未
加
入
業
者
を
排
除

・
中
間
前
払
金
の
適
用
範
囲
を
「
請
負
代
金
額

1
,0
0
0
万
円
以
上
」
か
ら
「1
0
0
万
円
以
上
」に

拡
大

平
成
2
7
年
4
月
に
作
成
済
み
の
平
成
2
7
・
2
8
年
度
名
簿
に
お
い
て
、
既
に
社
会
保
険
等
未
加
入
業
者
は
排
除
済
。
（社
会
保
険
未
加
入

業
者
か
ら
の
申
請
件
数
０
件
）

中
間
前
払
金
制
度
の
範
囲
拡
大
に
つ
い
て
は
、
拡
大
後
の
制
度
活
用
状
況
の
把
握
及
び
、
社
会
保
険
加
入
と
の
関
連
に
つ
い
て
検
証

す
る
。

績
を
積
む
と
と
も
に
工
事
成
績
評
定
点
を

得
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
将
来
的
に
モ

デ
ル
工
事
以
外
の
総
合
評
価
入
札
へ
の

参
入
が
可
能
と
な
る
。

低
入
札
価
格
調
査
制
度
の
対
象
工
事
の
設
計

金
額
を
７
０
０
万
円
以
上
か
ら
１
，
０
０
０
万
円

以
上
に
引
き
上
げ

低
入
札
価
格
調
査
に
お
け
る
調
査
対
象
設
計
金
額

引
き
上
げ

・
検
証
の
視
点

調
査
対
象
金
額
を
引
上
げ
た
こ
と
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
、
低
入
札
発
生
件
数
、
発
生
率
の
推
移
、
該
当
案
件
の
落
札
率
等
か
ら
検
証
。

○
実
施
状
況

2
6
年
度
県
土
整
備
部
の
状
況

・
受
発
注
者
双
方
の
負
担
軽
減
と
な
り
円

滑
な
受
発
注
環
境
が
整
備
さ
れ
る
。

H
2
7
年
4
月
～

H
2
7
年
7
月
～

年
 

度
 

H
2
1
年

度
 

H
2
2
年

度
 

H
2
3
年

度
 

H
2
4
年

度
 

H
2
5
年

度
 

H
2
6
年

度
 

県 土 部

基
準

価
格

設
定

数
 

1
4
0
 

1
4
0
 

1
6
7
 

2
2
1
 

2
4
0
 

1
3
7
 

低
入

札
発

生
件

数
 

3
2
 

4
1
 

4
2
 

4
8
 

2
8
 

3
1
 

以
上
に
引
き
上
げ

土
木
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の
み
に
適
用
し
て

い
た
総
合
評
価
落
札
方
式
を
、
測
量
、
地
質

調
査
、
補
償
コ
ン
サ
ル
の
各
業
務
に
対
象
範

囲
を
拡
大

・
検
証
の
視
点

平
成
2
6
年
度
に
お
い
て
は
、
１
件
を
試
行
。

県
内
業
者
優
先
指
名
競
争
入
札
に
よ
り
、
県
内
企
業
の
が
受
注
す
る
に
至
っ
た
業
務
の
有
無
を
確
認
し
、
ま
た
、
県
内
企
業
が
受
注
し

た
業
務
に
つ
い
て
、
県
全
体
の
業
務
成
績
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
県
内
業
者
優
先
指
名
競
争
入
札
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
。

・
委
託
業
務
の
品
質
が
確
保
さ
れ
、
民
間

の
も
つ
独
自
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
高
い
技
術

力
の
発
揮
が
期
待
さ
れ
る
。

H
2
6
年
5
月
～

総
合
評
価
落
札
方
式
の
試
行
範
囲
拡
大 H
2
7
年
7
月
～

県
内
業
者
の
受
注
機
会
の
拡
大
を
図
る
目
的

で
、
県
内
業
者
優
先
指
名
競
争
入
札
の
試
行

継
続

県
内
業
者
優
先
指
名
競
争
入
札
の
試
行

・
検
証
の
視
点

平
成
2
6
年
度
に
お
い
て
は
、
土
木
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
で
１
６
件
の
総
合
評
価
落
札
方
式
を
試
行
。

測
量
・
地
質
調
査
・
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
に
お
い
て
、
総
合
評
価
落
札
方
式
を
実
施
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
備
え
、
試
行
範

囲
を
拡
大
し
た
も
の
。
拡
大
し
た
範
囲
の
業
務
に
お
い
て
、
実
際
に
総
合
評
価
落
札
方
式
を
用
い
た
業
務
発
注
が
あ
る
か
、
確
認
す
る
。

・
県
内
業
者
の
受
注
機
会
が
拡
大
す
る
。

県 土 部 

低
入

札
発

生
件

数
 

3
2
 

4
1
 

4
2
 

4
8
 

2
8
 

3
1
 

（
発

生
率

）
 

(
2
2
.
9
%
)
 

(
2
9
.
3
%
)
 

(
2
5
.
1
%
)
 

(
2
1
.
7
%
)
 

(
1
1
.
7
%
)
 

(
2
2
.
6
%
)
 

 

た
業
務
に
つ
い
て
、
県
全
体
の
業
務
成
績
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
県
内
業
者
優
先
指
名
競
争
入
札
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
。

こ
れ
ま
で
非
公
表
で
あ
っ
た
た
め
、
受
注

計
画
が
立
て
に
く
く
、
過
度
な
低
価
格
入

札
が
多
い
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
発
注
見

通
し
を
公
表
す
る
こ
と
で
、
受
注
計
画
が

立
て
や
す
く
な
り
、
低
価
格
入
札
の
抑
制

が
期
待
で
き
る
。

1
,0
0
0
万
円
以
上
の
業
務
委
託
に
つ
い
て
発

注
見
通
し
を
公
表

・
検
証
の
視
点

発
注
見
通
し
を
公
表
し
た
こ
と
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
、
公
表
件
数
、
落
札
率
の
推
移
、
予
定
価
格
に
対
す
る
応
札
価
格
の
比
率
等
か
ら

検
証
。

○
実
施
状
況

H
2
7
年
4
月
～

継
続

発
注
見
通
し
の
公
表

測
量

地
質

土
木
コ
ン
建
築
コ
ン
補
償
コ
ン

第
１
回
(H
2
7
.4
.2
4
)

3
1
件

１
件

３
件

2
3
件

０
件

４
件

第
２
回
(H
2
7
.6
.2
6
)

2
6
件

３
件

２
件

2
0
件

０
件

１
件

※
（
　
）
内
は
新
規
公
表
件
数

公
表
時
期

合
計

内
訳

継
続
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運用指針とは：品確法第22条に基づき、地方公共団体、学識経験者、民間事業者等の意見を聴いて、国が作成
　　≫　各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、体系的にとりまとめ

　　≫　国は、本指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかについて定期的に調査を行い、その結果をとりまとめ、公表

※赤字は指針中「必ず実施すべき事項」とされているもの

「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」の主なポイントと山形県における対応状況

　　≫　地域のインフラ維持･災害対応を担う建設企業が、担い手の育成･確保に必要な適正な利潤の確保を可能とするための取組と、発注者の体制整備等
　　　　に向けた取組を具体的に記載

∇運用指針で定められた各ポイントへの県の対応状況を下段に記載しました。

・低入札価格調査基準又は最低制限価格の適切な設定及び活用の徹底 

ダンピング受注の防止 

・施工条件の変化等に応じた適切な設計変更 

適切な設計変更 

・豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登用も考慮 
・企業の地域精通度や技能労働者の技能等（登録基幹技能者）を評価 
・賃金の適正な支払、社会保険等への加入など労働条件、安全衛生その他の労働環境の改

善に努めることについて、関係部署と連携 

現場の担い手の育成・確保 

・本指針の理解・活用の参考とするため、具体的な取組事例や既存の要領、ガイドライン等を盛り

込んだ解説資料を作成 
※ 国は、説明会を開催するとともに相談窓口を開設し、受発注者からの相談にきめ細やかに対応 

本指針の理解・活用 

・国、都道府県等が実施する講習会や研修の受講等を通じ、発注担当職員の育成に積極的に取

り組む 

職員の育成 

・国・都道府県の協力等を得て、発注関係事務を適切に実施できる外部の者や組織を活用 
・国・都道府県は、発注関係事務を適切に実施できる者の育成・活用等を促進 

外部の支援体制の活用 

・発注者間における要領・基準類、積算システム、成績評定等の標準化・共有化及び相互利用

を促進 
・地域ブロック毎に組織される地域発注者協議会等を通じ、発注者間の情報交換、共通の課題

への対応等を推進 

発注者間の連携強化 

◎予定価格の原則事後公表（平成２７年７月～） 

◎最新の積算基準の適用(平成２７年４月～） ・適正な工期を前提とし、実勢を的確に反映した最新の積算基準を適用する 

予定価格の適正な設定 

・不調・不落時、標準積算と現場の施工実態の乖離が想定される場合
見積りの活用 

・適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除して予定価格とする 
歩切りの根絶 

受注者からの協議等について、速やかかつ適切な回答に努め

る。設計変更の手続の迅速化等を目的として、発注者と受注者

双方の関係者が一堂に会し、設計変更の妥当性の審議及び

工事の中止等の協議・審議等を行う会議を、必要に応じて開催

する 

受注者との情報共有・ 

・必要に応じて完成後の一定期間を経過した後において施工状況の確認及び評価を実施す

る 

完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価 

担
い
手
の
育
成
・
確
保
の
た
め
の
取
組

 

発
注
者
の
体
制
整
備
等
に
向
け
た
取
組

 

・地域における社会資本を支える企業を確保する方式を選択･活用 
・一時的な事業量の増加や技術的難易度の高い工事への対応のため、発注者を支援する方式を選択・活用 

多様な入札契約方式の選択・活用 

   ○関係部局への周知徹底（平成２６年～） 

     ◎見積活用方式の試行（平成２７年５月～） 

◎建設工事関連業務委託における発注見通しの 
公表（平成２７年４月～） 

○山形県公共調達スキルアッププログラム 

     ◎社会保険未加入業者を資格者名簿から排除 
（平成２７年４月～） 

◎中間前払金の適用範囲拡大（平成２７年７月～） 

     ◎若手技術者育成モデル工事の試行 
（平成２７年７月～） 

       ○山形県公共調達評議委員会 

      ○山形県発注者協議会 

・建設工事の請負契約の原則(当事者の対等な合意)を踏まえた適正な工期の設定 
・債務負担行為の積極的活用、余裕期間の設定等による適切な工期の設定 

発注・施工時期の平準化 

      ○山形県公共工事契約業務連絡協議会 

○「設計変更ガイドライン」の作成（平成２３年～） 

山形県の対応状況 

◎は新たな取り組み ○は継続した取り組み 

資料 ３ 
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物
品

調
達

等
に

係
る

入
札

契
約

制
度

改
善

の
取

組
み

に
つ

い
て

 

 

「
公
共

調
達

に
係
る
入
札

契
約
制

度
に

関
す

る
報
告

書
」
の

概
要

の
抜

粋
 

 
平
成
２

６
年

度
に

お
い

て
は
、
品

質
と

競
争

性
等

に
も
配
慮

し
な

が
ら

、
平

成
２
１
年

１
２

月
に

決
定

し
た
「
物

品
調

達
等

に
係

る
地
元
企

業
へ

の
受

注
機

会
の
拡
大

等
に

関
す

る
方

針
」
に
基

づ
き

、
「

地
元

で
調
達
で

き
る
も
の

は
地
元
で
購
入
す
る
」
こ
と
を
基
本
に
、
地
元
企
業
の
受
注
拡
大
等
に
配
慮
し
た
取
組
み
を
実
施
し
た
。

 
 １
 

地
元
調
達
の
取
組
み
 

 
 
 
少
額
な

も
の
を
対

象
と
し
て
取
り
組
ん
で
お

り
、
平
成
２
６
年
度
か
ら

、
物
品
購
入
の
対
象
金
額

を
５
万
円
未
満
か
ら
１
０

万
円
以
下
に
、
印
刷
物
製

造
請
負
の
対
象
金
額
を
５

０
万
円
以
下
か
ら
２
５
０

万
円
以
下
に
引
き
上
げ
対

象
金
額
を
拡
大
し
た
。
地
元
調
達
率
は
、
物
品
購
入
に
お
い
て
９
５
．
９
％
、
印
刷
物
の
製
造
請
負
に
お
い
て
９
９
．
８
％
、
業
務
委
託
に
お
い
て
９
８
．
６
％
と
な
っ
て
い
る
。

 
 

表
１
 
地
元
調
達
の
実
施
状
況
 

区
 
分
 

対
象
金

額
（
予
定
価
格
）
 

実
施
機
関
 

地
元
調

達
率
（
※
）
 

物
 
 
品
 

１
０
万
円
以
下
 

全
所
属
 

９
５
.
９
％
 

印
 
刷
 
物
 

２
５
０
万
円
以
下
 

全
所
属
 

９
９
.
８
％
 

業
務
委
託
 

１
０
０
万
円
以
下
 

全
所
属
 

９
８
.
６
％
 

※
件

数
ベ
ー
ス
（
県
内
企
業
か
ら
の
調
達
が
困
難
な
も
の
を
除
く
。
）
、
病
院
事
業
局
発
注
分
を
除
く
。
 

※
調

査
対

象
期

間
は

、
平

成
２
６
年
４
月
～
平
成
２
６
年
１
２
月
。
 

 ２
 

品
質
確
保
の
取
組
み
 

（
１
）
印
刷
物
の
製
造
請
負
に
係
る
最
低
制
限
価
格
等
の
設
定
状
況
 

 
 
 
会
計
局
会
計
課
が
発
注
す
る
予
定
価
格
が
３
０
万
円
以
上
の
印
刷
物
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
案
件
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
最
低
制
限
価
格
等
を
設
定
し
、
品
質
確
保
を
図
っ
て
い
る
。
 

 

表
２
 
印
刷
物
の
最
低
制
限
価
格
等
設
定
状
況

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
（
単
位
：
件
）

 

 
総
価
契
約
 

単
価
契
約
 

設
定
件
数
計
 

 
う
ち
失
格
 

 
う
ち
失
格
 

 
う

ち
失
格
 

平
成
２
６

年
度
 

４
８
 

１
１
 

１
３
 

２
 

６
１
 

１
３
 

平
成
２
５

年
度
 

５
５
 

９
 

１
２
 

０
 

６
７
 

９
 

 

（
２
）
業
務
委
託
に
係
る
低
入
札
価
格
調
査
制
度
の
運
用
状
況
 

 
 
 
 
平
成

２
２
年
度
か
ら
対
象
業
務
を
３
業
務
か
ら
１
３
業
務
に
拡
大
し
て
品
質
確
保
を
図
っ
て
お
り
、
平
成
２
６
年
度
は
２
３
件
の
う
ち
６
件
が
調
査
対
象
と
な
っ
た
。
 

 

３
 

平
成
２
７
年
度
に
お
け
る
改
善

の
取
組

み
 

（
１
）
地
元
調
達
運
動
 

 
 
 
平
成
２
６
年
度
に

引
き
続
き
、
地
元
調
達
率

９
５
％
以
上
を
数
値
目
標

と
す
る
と
と
も
に
、
評
価

・
検
証
を
行
い
な
が
ら
、

各
所
属
と
も
地
元
調
達
率

１
０
０
％
達
成
に
向
け
て

、
所
属
長
及
び
職
員
一
人

ひ
と
り
が
地
元
企
業
の
受

注
機
会
の
拡
大
の
取
組
み
と
県
産
品
愛
用
運
動
を
推
進
す
る
。
 

 

（
２
）
「
山
形
県
物
品
等
及
び
役
務
の
調
達
に
係
る
方
針
」
等
の
策
定
 

 
 
 
公
共
調

達
を
通
じ
て
県
民
の
福
祉
向
上
や
地
域
経
済
の
発
展
な
ど
の
社
会
的
価
値
を
実
現
す
る
た
め
、
平
成
２
７
年
２
月
、
「
山
形
県
物
品
等
及
び
役
務
の
調
達
に
係
る
方
針
」
を
策
定
し
、
平
成
２
７
年
４

月
１
日
以
降
の
契
約
日
と

な
る
も
の
か
ら
「

業
務
委

託
に
お
け
る
総
合

評
価
一

般
競
争
入
札
試
行

要
領
」

及
び
「
業
務
委
託

に
お
け

る
公
募
型
プ
ロ
ポ

ー
ザ
ル

方
式
実
施
要
領
」

に
よ
る

価
格
以
外
の
要
素

を
も
評

価
す
る
発
注
方
法

を
導
入

す
る
な
ど
、
新
た
な

取
組
み
を
実
施
す
る
。

 

 
 

資
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平成27年度第２回「山形県公共調達評議委員会」 
 

日時：平成28年2月12日(金)13:15～ 

場所：あこや会館 ホール 

 

 

次   第 
 

１ 開  会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 議  事 

 

１）平成２７年度における主な入札契約制度改善の取組み結果について・・資料１ 

２）平成２８年度における主な入札契約制度改善の取組みについて・・・・資料２ 

                   （以上、建設工事関連） 

３）物品調達等に係る入札契約制度改善の取組みについて・・・・・・資料３・４ 

４）指定管理者制度について 

５）その他 

 

 

４  閉  会 
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「山形県公共調達評議委員会」委員名簿 

(任期：平成26年12月24日～平成29年12月23日) 

 

平成28年2月12日現在 

 

役職名 

 

 

氏   名 

 

現     職 

 

備 考 

 

委員長 

 

 

五十嵐 幸 弘 

 

弁護士 

 

 

委 員 

 

 

楠   茂 樹 

 

上智大学法科大学院教授 

 

 

委 員 

 

 

澁 谷 忠 昌 
一般社団法人山形県建設産業

団体連合会会長 

 

 

委 員 

 

 

遠 藤 貞 昭 
一般社団法人山形県測量設計

業協会会長 

 

 

委 員 

 

 

新井野 郁 子 

 

建築士 

 

 

委 員 

 

 

今 井 榮 喜 

 

 山形県議会議員 

 

 

委 員 

 

 

髙 橋 恵 美 

 

会社役員 
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平成２８年４月

山形県県土整備部建設企画課

１　調査の概要

　（１）調査目的　

　（２）調査時期 平成２８年３月

　（３）調査対象 県の建設工事競争入札参加資格を有する県内建設業者　　１，２４７社

　（４）調査方法 無記名ＦＡＸ回答

２　調査結果

　（１）回 答 数 ６０３社 （回答率 ４８．４％）

　（２）アンケート結果

◆本社の所在地域

◆主な業種と入札参加における格付

◆従業員数 　◆建設業協会会員・非会員の別

建設業者の経営等建設業者の経営等建設業者の経営等建設業者の経営等（経営力強化・人材育成）（経営力強化・人材育成）（経営力強化・人材育成）（経営力強化・人材育成）に関するアンケート調査結果に関するアンケート調査結果に関するアンケート調査結果に関するアンケート調査結果

本調査は、県内建設業者の新分野進出等の現状及び課題を把握することにより、今後の

本県の建設業振興施策の立案の基礎資料とするため実施したもの。

回答者の属性

村山 281社

最上 65社

置賜 114社

庄内 143社

66社

14社

19社

27社

1社

104社

11社

29社

41社

13社

63社

17社

30社

29社

29社

48社

14社

土木

建築

電気

管

舗装

Aランク

Bランク

Cランク

Dランク

42社

66社

264社

142社

76社

13社

51人以上

31人以上50人未満

11人以上30人未満

6人以上10人未満

5人以下

未回答

土木

281社

47%

建築

56社

9%

電気

78社

13%

管

97社

16%

舗装

43社

7%

他業種

34

6%

未回答

14

2%

会員

210社非会員

361社

未回答

32社

(46.6%)

(10.8%)

(18.9%)

(23.7%)

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
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◆今後の経営のあり方としてどのような方向性を重視しているか。（上位２つまで）

◆建設業部門において利益率向上・経営改善のために取り組んでいる対策（複数回答）

経営戦略について

409社

151社

74社

14社

5社

66社

単体企業での建設業本業強化

新分野進出による多角化

合併等による企業連携

廃業等による事業撤退

その他

特に経営戦略は持っていない

435社

366社

333社

194社

101社

84社

54社

53社

42社

36社

17社

5社

人材の有効活用

得意分野への専門化

民間工事での顧客開拓

下請・取引先の開拓・見直し

新技術・新工法の開発等

不採算部門からの撤退

合併等による企業連携

保有資産の削減

組織のスリム化

人員削減

特になし

その他

「建設業本業強化」を重視している企業が最も多く56.9％、次いで「新分野進出による経営多角化」が

21.0％となっている。

前年度調査においても上位２つは同様であり、「建設業本業強化」と回答した企業数の割合をみると2.1

ポイント減少し、「新分野進出」については割合が0.2ポイント増加した。

「人材の有効活用」が435社と最も多く、次いで「得意分野への専門化」、「民間工事での顧客開拓」と

続いており、いずれの対策も300社を超えている。一方、経営改善に取り組んでいないと回答した企業も

17社あった。

単体企業

での本業

強化

56.9 

新分野進出

による多角

化

21.0 

合併等によ

る企業連携

10.3 

廃業等によ

る事業撤退

1.9 

その他

0.7 

特にない

9.2 

平成27年度調査での構成割合（％）

単体企業

での本業

強化

59.0 

新分野進出

による多角

化

20.8 

合併等によ

る企業連携

9.4 

廃業等によ

る事業撤退

1.8 

その他

1.1 

特にない

7.9 

平成26年度調査での構成割合（％）
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◆多角経営（新分野進出）の状況と推移

《年度別推移》

《ランク別の状況》

《地域別の状況》 《従業員数別の状況》

【多角経営（新分野事業に進出）している方からの回答結果】【多角経営（新分野事業に進出）している方からの回答結果】【多角経営（新分野事業に進出）している方からの回答結果】【多角経営（新分野事業に進出）している方からの回答結果】

◆多角経営を行っている事業の分野

新分野進出について

28.2%

30.9%

23.8%

25.2%

27.1%

29.4%

71.8%

69.1%

76.2%

74.8%

72.9%

70.6%

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度

平成22年度

多角経営

建設業のみ

経営

（145社）
（431社）

39.7%

33.0%

27.0%

26.1%

60.3%

67.0%

73.0%

73.9%

A

B

C

D

土木

多角経営 建設業のみ経営

57.1%

18.2%

17.6%

35.7%

42.9%

81.8%

82.4%

64.3%

A

B

C

D

建築

多角経営 建設業のみ経営

29.7%

20.3%

33.3%

24.8%

70.3%

79.7%

66.7%

75.2%

村山

最上

置賜

庄内

多角経営 建設業のみ経営

30社

22社

18社

16社

16社

15社

12社

5社

4社

2社

1社

24社

環境・ﾘｻｲｸﾙ

サービス業

農業

小売・卸・飲食業

建設関連

製造業

運送業

介護・福祉

観光

林業

情報通信

その他

新分野進出による多角経営を行っている企業は595社中168社で28.2％となり、前年度調査より2.7ポイ

ント減少した。（前年度：673社中208社）

建設工事の増加を背景に新分野進出の取組みはやや低調となっているものの、1/4以上の企業が新分野

進出により多角経営化を図っている状況にある。

なお、ランク別、地域別、従業員数別の状況は以下のとおりであり、比較的規模の大きい企業（Ａラン

ク業者、従業員数が多い企業）において新分野進出に取り組む企業の割合が大きい。

63.4%

43.8%

28.1%

20.4%

12.0%

36.6%

56.2%

71.9%

79.6%

88.0%

51人～

31人～50人

11人～30人

6人～10人

～5人

多角経営 建設業のみ経営

新分野事業へ進出している企業

の進出分野は、「環境・リサイク

ル」が最多で、そのうちで産業廃

棄物処理業が最も多い。

また、サービス業では、宿泊業

や葬祭業、設備メンテナンス業な

ど多岐にわたる事業への進出事例

が見られ、「その他」と回答した

企業には、不動産業や宅地建物取

引業、太陽光発電による売電事業

も見受けられた。

（152社） （486社）

（208社） （465社）

（168社）
（427社）

（166社）

（164社）

（446社）

（394社）
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【建設業のみ経営の方からの回答結果】【建設業のみ経営の方からの回答結果】【建設業のみ経営の方からの回答結果】【建設業のみ経営の方からの回答結果】

◆新分野事業（建設業以外の業種）に進出する考えの有無

◆人材不足と答えた職種の状況（上位２つまで）

【現在の状況】 【〔参考〕以前に同じ調査を実施した時（平成24年度）の状況】

【今後の不足の見込み】

建設業における人材確保・育成について

29.3%

26.1%

24.3%

28.8%

29.1%

34.8%

70.7%

73.9%

75.7%

71.2%

70.9%

65.2%

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度

平成22年度

新分野進出を検討したい

新分野に進出する考えはない

建設業のみ経営している企

業403社中118社、29.3％の企

業が「新分野進出を検討した

い」と回答している。前年度

調査より3.2ポイント増加し

ており、企業において新分野

進出による多角経営化の必要

性を感じているいることが窺

える。

（124社）

（118社）

（307社）

（368社）

（120社） （339社）

技術者

34.6%

鉄筋工 2.0%

型枠工 8.3%

大工 2.7%

左官 4.8%

とび工 0.8%

電工 5.6%

配管工 8.1%

特殊運転手

10.4%

普通作業

員

15.0%

交通誘導

員 0.5%

その他

1.4% 不足なし

5.8%

技能労働

者

42.7%

技術者

32.0%

鉄筋工 2.8%

型枠工 9.4%

大工 4.5%

左官 6.4%

とび工 0.9%

電工 4.9%

配管工 7.5%

特殊運転手

10.4%

普通作業

員 16.0%

交通誘導

員 0.8%

その他

1.4%
不足なし

3.0%

技能労働

者

46.8%

技能労働者の内訳

技能労働者の内訳

技術者

27.4%

鉄筋工 4.1%

型枠工

10.2%

大工 5.7%

左官 4.4%

とび工 3.6%

特殊運転手

8.8%

普通作業

員 18.0%

交通誘導

員 6.8%

その他

3.6%
不足なし

7.4%

技能労働

者

36.8%

技能労働者の内訳

※H24では電工、配管工はその他に含める。

人材不足と答えた業者のうち、技術者不足と回

答した割合は34.6％と、平成24年度調査時と比べ

ると7.2ポイント上昇した。

また、技能労働者は42.7％と平成24年度と比べ

5.9ポイント上昇した。内訳として鉄筋工、型枠工、

大工、とび工が2～ポイント減少している。

一方、今後の不足の見込みについては、技能労

働者の割合が現在の状況と比べて4.1ポイント上昇

し、技術者は2.6ポイント減少した。

（285社）
（118社）

（130社）

（135社）

（316社）

（253社）
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◆直近３年間での求人状況

　【 技術者候補 】

　【 技能労働者・作業員 】

◆若者確保に向けた企業の取組み状況（複数回答）

「国家資格等取得支援」

に取り組んでいる企業が

30％と最も多く、次いで

「賃金水準等の向上」が

25％となっている。また、

「特に取り組んでいな

い」企業は5％であった。

土木系高

卒

20%
土木以外高

卒

13%

短大・専門卒

4%

大卒 4%

経験者

53%

未経験者

6%

新 卒

41%

採用し

た

37%

採用

できな

かった

5%

応募

がな

かった

31%

求人し

ていな

い

27%

採用し

た

49%

採用

できな

かった

7%

応募

がな

かった

20%

求人し

ていな

い

24%

土木系高

卒

6%

土木以外高

卒

19%

短大・専門卒

2%

大卒 1%

経験者

50%

未経験者

22%

新 卒

28%

採用者の経歴

採用者の経歴

技術者候補の採用については、採用した企業が37％、募集したが採用できなかった企業と応募自体な

かった企業があわせて36％となっている。

技能労働者と作業員の採用については、採用した企業が49％、募集したが採用できなかった企業と応募

自体なかった企業があわせて27％となっている。

また、採用者の経歴では経験者が半数を占め、新卒では土木系及び土木系高校卒業者が25％であり、新

卒の90％を占める状況となっている。

国家資格等取

得支援

30%

賃金水準

向上等

25%

社内教育の充

実

16%

有給休暇など

の増

10%

研修旅行等

7%

労働時間短縮

6%

長期休暇制度

1%

その他

0%

特に取組みな

し

5%
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◆建設工事現場で働く女性従事者の状況

　【 女性 技術者・技能者のいる企業の割合 】

◆若年者確保のために取り組んでほしい対策（複数回答）

行政の人材育成について

264社

200社

173社

124社

85社

77社

46社

24社

14社

資格費用助成

助成情報発信

魅力発信

養成機関開設

入札制度若者優遇

現場見学会

入札制度企業優遇

表彰制度拡充

その他

若年者確保のために取り組んでほしい施策として最も多かったのは、「資格取得に向けた費用等の助

成」であり、603社中264社で43.8％となっている。

「その他」の事例としては、書類の簡素化などが挙げられた。

いる

94社

16%

いない

495社

82%

未回答

14社

2%

現場で働く女性従事者

が「いる」と回答した企

業は94社で、139人が従事

していた。なお、割合で

見ると16％となっている。

また、女性従事者の職

種を見てみると、技術者

が68人と最も多く、次い

で普通作業員が39人で

あった。

なお、技能者では、重

機オペーレータや電工が

おり、その他には、造園

工などに従事している。

技術者

68人

技能者

18人

普通作業員

39人

その他

14人

【女性従事者の職種内訳】
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